
は

じ

め

に

日
本
最
初
の
政
党
、
自
由
党
の
機
関
紙
『
自
由
新
聞』

（
第
一
次
）
の
対
外
観
・
戦
略
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
は
多
い

(

１)

。
だ
が
、

そ
れ
ら
は
『
自
由
新
聞
』
が
そ
の
対
外
政
策
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
語
っ
た
の
か
、
つ
ま
り
自
由
党
の
「
語
り
」
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
で
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『

自
由
新
聞
』
と
清
仏
戦
争

「
国
辱
」
意
識
と
対
清
認
識
の
ゆ
く
え
（
一
）

高

島

千

代

は
じ
め
に

１

清
国
脅
威
論
の
展
開

（
１
）
清
国
の
脅
威
と
軍
備
拡
大

（
２
）
清
認
識
の
転
換
と
列
強
の
脅
威

（
３
）
清
国
脅
威
論
の
展
開
（
以
上
、
本
号
）

２

ア
ジ
ア
連
合
論
の
展
開
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「
論
理
」
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
由
党
の
基
本
的
な
価
値
観
や
心
性
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
多
く
が
、
自
由
党
の
思
想
と
い
う
よ
り
も
こ
の
時
期
の
民
間
の
対
外
論
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
自
由
党
の
全
体
像
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
「
民
権
＝
国
権
」
的
な
思
想
・
運
動

(

２)

の
解
明
を
志
向
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
権
維
持
に
関
わ
る
対
外
論
を
支
え
る
基
本
的
な
価
値
観
・
心
性
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
だ
分
析
が

必
要
と
な
る
。
特
に
激
化
期
の
自
由
党

(

３)

は
、
力
関
係
で
は
圧
倒
的
に
不
利
な
政
治
情
勢
の
も
と
、
常
に
独
自
の
価
値
意
識
や
心
情
に

支
配
さ
れ
が
ち
な
運
動
政
党
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
政
党
の
全
体
像
に
接
近
す
る
に
際
し
、
社
説
の
客
観
的
論
理

の
み
を
抽
出
す
る
と
い
う
方
法
に
は
限
界
が
あ
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
先
に
、
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
七
月
の
壬
午
事
変
に
関
わ
る
『
自
由
新
聞
』
の
「
語
り
」
の
「
論
理
」
に
つ

い
て
論
じ
、
そ
れ
が
全
体
と
し
て
共
通
す
る
価
値
観
・
志
向
性
を
も
ち
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
対
外
論
も
論
理
と
し
て
一
貫
性
を
も

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

(

４)
。

こ
の
時
期
の
『
自
由
新
聞
』
は
、
西
欧
列
強
に
対
し
日
本
の
独
立
を
確
保
す
る
と
い
う
大
目
的
と
、
大
国
の
ロ
シ
ア
・
清
に
近
接

す
る
小
国
日
本
と
し
て
の
現
実
的
な
自
己
認
識
の
間
に
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
起
き
た
壬
午
事
変
や
そ
の
後
の
清
の
介
入
は
、
朝
鮮

・
清
が
日
本
に
加
え
た
「
無
礼
」
で
あ
り
、
放
置
す
れ
ば
西
欧
の
侮
り
を
生
じ
、
日
本
の
独
立
を
ゆ
る
が
す
行
為
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

独
立
の
確
保
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
、
こ
の
侮
り
を
避
け
「
国
辱
」
を
雪
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
「
語
り
」
が
、
こ
の
時

期
の
『
自
由
新
聞
』
で
は
盛
ん
に
み
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
「
国
辱
」
を
は
い
か
に
解
消
さ
れ
る
の
か
。
独
立
と
い
う
目
的
を
損
な
う
「
国
辱
」
問
題
。
そ
も
そ
も
「
国
辱
」
意
識

は
、
そ
の
解
決
手
段
の
一
つ
と
し
て
常
に
武
力
行
使
（
に
よ
る
「
問
罪
」
と
謝
罪
の
獲
得
）
を
想
定
し
て
い
た
が
、「
国
辱
」
を
雪
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ぐ
た
め
の
『
自
由
新
聞
』
の
戦
略
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
本
の
お
か
れ
た
小
国
と
し
て
の
現
実
、
ま
た
国
内
に
お
け
る
民
権

拡
張
の
立
場
を
ふ
ま
え
て
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
要
件
を
考
慮
し
た
結
果
『
自
由
新
聞
』
が
選
択
し
た

の
は
、
朝
鮮
に
武
力
行
使
な
ど
の
酷
な
対
応
は
せ
ず
に
（
償
金
要
求
に
止
め
）
朝
鮮
の
信
頼
を
獲
得
し
た
上
で
、
こ
れ
を
外
交
に
よ

っ
て
清
・
露
か
ら
独
立
さ
せ
、
事
実
上
日
本
の
「
藩
屏
」
と
化
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
朝
鮮
を
日
本
の
勢
力
下
に
お
き
つ
つ
独

立
・
中
立
化
さ
せ
る
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
『
自
由
新
聞
』
は
多
く
を
語
ら
ず
、
代
わ
り
に
強
調
さ
れ
る
の
が
「
条
理｣

、
つ
ま

り
右
の
戦
略
を
支
え
る
基
本
的
な
立
場
・
価
値
基
準
で
あ
る
。「
条
理
」
と
は
、
強
国
が
力
で
弱
国
を
服
従
さ
せ
た
り
辱
め
た
り
す

べ
き
で
は
な
い
と
い
う
道
義
的
立
場
で
あ
り
、
欧
米
社
会
の
万
国
公
法
、
清
国
の
藩
属
関
係
、
あ
る
い
は
明
治
政
府
の
「
侵
犯
ノ
主

義
」
と
も
異
な
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
立
場
変
わ
れ
ば
日
本
が
西
欧
に
対
し
て
依
拠
す
べ
き
立
場
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
内
の
民
権
と
「
条
理
」
に
基
く
小
国
主
義
的
な
立
場
か
ら
朝
鮮
に
対
処
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
は
、

朝
鮮
だ
け
で
な
く
列
強
諸
国
に
対
し
て
も
道
義
的
国
家
と
し
て
の
威
信
を
示
し
「
国
辱
」
を
晴
ら
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
小

国
日
本
と
し
て
は
そ
れ
を
通
じ
て
の
み
独
立
を
維
持
、
あ
わ
せ
て
国
内
の
立
憲
体
制
樹
立
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
壬
午
事
変
を
め
ぐ
る
『
自
由
新
聞
』
の
「
語
り
」
は
、
ま
ず
事
変
を
、
独
立
と
い
う
日
本
の
大
目
的
を
損
な
う
「
国

辱
」
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
小
国
日
本
は
対
外
的
な
行
為
基
準
と
し
て
の
「
条
理
」
に
基
づ
き
朝
鮮
を
独
立
・
中
立
化
さ
せ
る
戦
略

に
よ
っ
て
の
み
「
辱
」
を
雪
ぎ
得
る
と
い
う
「
論
理
」
を
と
る

(
５)
。
こ
こ
で
は
「
条
理
」
に
基
づ
き
「
国
辱
」
を
雪
ご
う
と
す
る
意
識

が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
価
値
意
識
は
、
当
時
の
自
由
党
の
運
動
論
（
道
義
に
基
づ
く
愛
国
心
を
有
す
る
政
治
主
体
の
形

成
）
に
も
通
底
す
る
も
の
だ
っ
た
。

一
方
で
『
自
由
新
聞
』
は
、
日
本
国
民
に
対
し
て
こ
う
し
た
価
値
意
識
・｢
元
気
」
の
発
揮
を
求
め
る
と
と
も
に
、
朝
鮮
国
民
は
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こ
れ
を
も
た
な
い
と
し
て
差
別
化
を
は
か
っ
て
い
る
。
日
本
を
優
越
的
に
み
る
自
由
党
の
対
外
認
識
は
こ
う
し
た
「
国
辱
」
意
識
や

愛
国
心
を
基
準
に
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
激
化
期
自
由
党
が
国
家
を
評
価
す
る
基
準
は
、「
国
辱
」
意
識
の
有
無
、

「
条
理
」
に
基
き
「
国
辱
」
を
雪
ぐ
行
動
（
そ
の
有
力
な
選
択
肢
と
し
て
常
に
武
力
行
使
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
）
が
と
れ
る

か
ど
う
か
に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
こ
そ
が
激
化
期
自
由
党
の
文
明
化
基
準
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
価
値
意
識
を
根
底
に
有
す
る

が
ゆ
え
に
、
先
に
み
た
一
見
平
和
的
な
道
義
に
基
づ
く
朝
鮮
独
立
・
中
立
化
の
主
張
も
、
実
際
に
武
力
侵
略
さ
れ
る
よ
う
な
「
辱
」

を
う
け
れ
ば
、
小
国
と
し
て
の
現
実
が
い
か
に
あ
ろ
う
と
、
あ
く
ま
で
武
力
行
使
に
よ
り
そ
の
「
国
辱
」
を
雪
ぐ
と
い
う
主
張
を
内

包
し
得
た
の
で
あ
る
。

な
お
『
自
由
新
聞
』
は
「
条
理
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
明
治
政
府
の
依
拠
す
る
「
万
国
公
法
」
や
「
侵
犯
ノ
主
義
」
と
の
差
異
を

主
張
す
る
が
、
そ
の
対
外
論
が
き
わ
め
て
主
観
的
な
「
国
辱
」
の
雪
辱
と
武
力
行
使
と
の
結
合
を
肯
定
し
て
い
る
限
り
、「
侵
犯
ノ

主
義
」
と
の
差
は
紙
一
重
で
あ
っ
た
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、「
語
り
」
の
「
論
理
」
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
で
『
自
由
新
聞
』
の
主
張
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
根
底

に
あ
る
自
由
党
の
基
本
的
な
価
値
観
・
心
性
と
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
社
説
同
士
の
論
理
の
つ
な
が
り
や
一
貫
性
、
そ
の
対
外
論
の

特
徴
や
運
動
論
と
の
関
わ
り
が
み
え
て
く
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
壬
午
事
変
期
自
由
党
の
対
外
論
が
、
一
定
の
価
値
観
・
心
性

に
よ
っ
て
大
き
く
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
次
に
、
壬
午
事
変
と
並
び
『
自
由
新
聞
』
の
対
外
論
の
画
期
と
な
っ
た
、
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
六
月
以

降
の
ベ
ト
ナ
ム
（
国
号
は
越
南
、
中
国
名
が
安
南
）
北
部
（
ト
ン
キ
ン
地
方
）
を
め
ぐ
る
清
・
仏
間
対
立
（
清
仏
戦
争
）
に
つ
い
て
、

こ
れ
に
関
わ
る
社
説
を
と
り
あ
げ
、
前
述
の
よ
う
な
壬
午
事
変
時
の
「
語
り
」
と
「
論
理
」
が
こ
の
時
期
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
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い
く
の
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い

(

６)

。

１

清
国
脅
威
論
の
展
開

前
述
の
よ
う
に
『
自
由
新
聞
』
は
、
一
八
八
二
年
七
月
の
壬
午
事
変
に
際
し
、
朝
鮮
を
独
立
・
中
立
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
事
変
に

よ
る
「
国
辱
」
を
、
小
国
日
本
と
し
て
、「
条
理
」
に
基
づ
き
雪
ぐ
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
一
〇
月
半
ば
か
ら
一
一
半
ば
に
か

け
て
は
、
事
変
後
も
新
た
に
兵
備
を
整
え
る
ば
か
り
か

(

７)

朝
鮮
の
宗
主
権
維
持
に
固
執
し
、
朝
鮮
を
独
立
国
と
規
定
し
た
日
朝
修
好
条

規
第
一
条
を
侵
害
す
る
こ
と
で
日
本
に
「
国
辱
」
を
加
え
た
清
へ
の
批
判
・
警
戒
心
、
清
国
脅
威
論
が
登
場
す
る
。
た
だ
し
こ
の
清

国
脅
威
論
に
対
し
て
は
、
清
国
人
蔑
視
の
意
識
を
背
景
に
清
国
人
の
対
日
感
情
を
悪
化
さ
せ
た
明
治
政
府
の
「
侵
犯
ノ
主
義
」
で
は

な
く
、
小
国
日
本
と
し
て
「
条
理
」
に
基
づ
き
批
判
す
る
に
止
め
、
む
し
ろ
今
は
国
内
で
の
立
憲
体
制
樹
立
に
よ
る
「
帝
国
」
強
化

に
専
念
す
べ
し
と
い
う
の
が
、
一
八
八
三
年
三
月
頃
ま
で
の
『
自
由
新
聞
』
対
外
論
の
基
本
的
立
場
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
六
月
ま
で
『
自
由
新
聞
』
の
対
外
論
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
る
が

(

８)

、
こ
の
間
、
ア
ジ
ア
情
勢
は
大
き
く
動
い
て
い
た
。

一
八
六
〇
年
代
に
小
休
止
を
迎
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
に
よ
る
植
民
地
化
競
争
は
、
一
八
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け

て
再
燃
し
、
エ
ジ
プ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
ア
フ
リ
カ
大
陸
全
域
、
イ
ラ
ン
・
バ
ー
レ
ー
ン
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ヒ
ヴ
ァ
・
ハ
ー

ン
な
ど
中
東
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
地
域
、
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
・
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
か
ら
マ
ラ
ヤ
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
そ
し
て
清
・
朝

鮮
半
島
に
至
る
諸
地
域
、
さ
ら
に
は
南
太
平
洋
の
島
々
ま
で
も
が
、
そ
の
傍
若
無
人
の
競
争
場
裏
と
化
し
て
い
た
。

そ
う
し
た
な
か
ア
ジ
ア
で
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
と
も
に
、
雲
南
・
ビ
ル
マ
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
に
至
る
地
域
が
焦
点
と
な
っ
て
お

り
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
英
・
仏
の
対
立
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る

(

９)

。
ア
ジ
ア
進
出
に
出
遅
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
は
、
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
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争
（
ア
ロ
ー
戦
争
）
と
並
行
し
て
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
へ
の
進
出
を
開
始
し
、
一
八
五
八
年
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
の
迫
害
な
ど
を

口
実
に
、
ベ
ト
ナ
ム
南
部
（
コ
ー
チ
シ
ナ
）
に
対
し
て
ス
ペ
イ
ン
と
の
共
同
派
兵
を
行
う
。
当
時
の
ベ
ト
ナ
ム
は
、
首
都
フ
エ
（
順

化
府
）
の
宮
廷
を
拠
点
と
し
た
テ
ュ
ダ
ク
帝
（
嗣
徳
帝
）
の
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
一
八
六
二
年
に
こ
の
フ
エ
宮
廷
と

第
一
次
サ
イ
ゴ
ン
条
約
を
締
結
し
て
東
部
三
省
を
、
六
七
年
に
は
西
部
三
省
を
獲
得
。
以
後
、
イ
ギ
リ
ス
の
海
上
ル
ー
ト
に
対
し
て
、

ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
ト
ン
キ
ン
（
東
京
）
か
ら
ソ
ン
コ
イ
河
（
紅
河
）
を
遡
航
し
、
雲
南
・
広
西
を
経
て
中
国
市
場
へ
入
る
陸
上
ル
ー

ト
を
志
向
す
る
。
そ
の
後
一
八
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
初
に
か
け
て
金
融
・
経
済
恐
慌
に
襲
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
植
民
地
熱
が

高
ま
り
、
一
八
七
三
年
に
ハ
ノ
イ
（
河
内
）
を
占
領
、
一
八
七
四
年
に
は
第
二
次
サ
イ
ゴ
ン
条
約
を
締
結
し
て
、
ハ
ノ
イ
等
の
開
港
、

ま
た
ソ
ン
コ
イ
河
の
自
由
航
行
権
を
獲
得
す
る
。
し
か
し
、
一
八
六
〇
年
代
に
は
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
国
内
の
排
外
運
動
鎮

圧
を
支
援
し
て
い
た
清
政
府
も
、
雲
南
と
の
国
境
に
近
い
ト
ン
キ
ン
地
方
に
対
す
る
侵
攻
に
つ
い
て
は
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
清
は
フ

ラ
ン
ス
に
対
し
て
ベ
ト
ナ
ム
の
宗
主
権
を
主
張
し
て
抗
議
。
お
り
し
も
イ
ギ
リ
ス
が
、
英
人
殺
害
を
口
実
に
清
に
烟
台
条
約
の
締
結

を
迫
り
雲
南
・
ビ
ル
マ
の
国
境
辺
に
進
出
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
ト
ン
キ
ン
地
方
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
と
清
の
対
立
も
ま

た
、
生
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
国
境
地
帯
の
匪
賊
鎮
圧
の
た
め
に
呼
び
込
ん
だ
劉
永
福
（
太
平
天
国
期
の
天
地
会
系
の
首
領

で
一
八
六
五
年
以
降
ベ
ト
ナ
ム
に
入
り
ソ
ン
コ
イ
河
流
域
を
支
配
）
の
黒
旗
軍
に
よ
っ
て
ソ
ン
コ
イ
河
の
自
由
航
行
を
事
実
上
阻
止

さ
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
は
、
強
硬
派
の
Ｊ
・
フ
ェ
リ
ー
内
閣
の
成
立
を
待
っ
て
軍
事
介
入
へ
と
動
き
だ
す
。

一
八
八
二
年
三
月
に
派
遣
さ
れ
た
Ｈ
・
Ｌ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
大
佐
率
い
る
仏
軍
は
、
四
月
に
ハ
ノ
イ
を
占
領
。
こ
こ
で
フ
エ
宮
廷

は
北
京
宮
廷
に
援
軍
を
要
請
し
、
そ
れ
を
う
け
八
月
、
雲
南
省
か
ら
清
の
正
規
軍
が
派
遣
さ
れ
る
と
、
清
仏
間
の
緊
張
関
係
は
一
気
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に
高
ま
る
。
一
二
月
、
デ
ュ
ク
ラ
ー
ク
新
政
権
の
も
と
交
換
さ
れ
た
Ｆ
・
Ａ
・
ブ
ー
レ
ー
仏
駐
清
公
使
と
清
国
直
隷
総
督
兼
北
洋
大

臣
・
李
鴻
章
の
覚
書
で
、
清
仏
対
立
は
い
っ
た
ん
収
束
に
向
か
う
が

(

�)

、
翌
年
二
月
に
誕
生
し
た
第
二
次
フ
ェ
リ
ー
内
閣
は
覚
書
を
否

認
、
ブ
ー
レ
ー
も
召
喚
さ
れ
る
。
そ
し
て
三
月
、
仏
軍
は
早
く
も
ハ
ノ
イ
入
口
の
ナ
ム
デ
ィ
ン
（
南
定
）
を
占
領
し
、
一
八
七
四
年

条
約
の
実
施
を
ベ
ト
ナ
ム
政
府
に
迫
る
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
て
一
八
八
三
年
三
月
に
は
、
仏
軍
と
黒
旗
軍
・
清
正
規
軍
と
が
戦
闘
を
再
開
。
五
月
以
降
、
上
海
で
李
鴻
章
と
仏
公
使
、

Ａ
・
ト
リ
ク
ー
と
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
も
、
五
月
一
九
日
に
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
が
ハ
ノ
イ
で
戦
死
す
る
と
、
同
三
〇
日
、
仏
は
ト
ン

キ
ン
湾
に
向
け
て
艦
隊
を
派
遣
し
、
清
仏
間
は
も
は
や
あ
と
も
ど
り
の
で
き
な
い
対
立
関
係
へ
と
突
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
こ

れ
と
同
時
期
に
イ
ギ
リ
ス
は
、
エ
ジ
プ
ト
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
の
英
仏
二
国
に
よ
る
共
同
管
理
体
制
か
ら
単
独
行
動
に
踏
み
切
る
が
、

こ
う
し
た
英
仏
対
立
の
な
か
で
清
仏
対
立
は
展
開
し
、
ま
た
日
本
を
含
む
周
辺
国
の
対
応
も
ま
た
模
索
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
西
欧
列
強
の
植
民
地
化
競
争
の
波
は
、
旧
来
の
宗
属
関
係
を
掲
げ
て
勢
力
圏
を
維
持
せ
ん
と
す
る
隣
国
・
清
を

通
し
て
日
本
に
も
波
及
し
、
官
民
を
問
わ
ず
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
。
自
由
党
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

こ
の
時
期
の
『
自
由
新
聞
』
の
清
仏
論
に
つ
い
て
は
、
壬
午
事
変
以
降
の
清
国
脅
威
論
と
局
外
中
立
論
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
た
だ
し
よ
り
詳
細
に
み
て
い
く
と
、
六
・
七
月
頃
の
清
国
脅
威
論
は
そ
れ
以
前
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
ま

た
八
・
九
月
段
階
に
い
っ
た
ん
列
強
脅
威
論
へ
と
転
換
、
そ
の
後
一
〇
月
か
ら
翌
年
二
月
の
間
に
再
度
、
清
国
脅
威
論
へ
転
換
す
る

と
い
う
経
緯
を
た
ど
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
こ
こ
で
「
国
辱｣
「
条
理
」
に
基
く
壬
午
事
変
以
来
の
「
語
り
」
は
、
ど
の
よ

う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
。

以
下
、
本
章
で
は
一
八
八
三
年
六
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
の
清
仏
対
立
に
関
わ
る
『
自
由
新
聞
』
の
主
張

(

�)

を
追
っ
て
い
く
。
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（
１
）
清
国
の
脅
威
と
軍
備
拡
大

六
・
七
月
段
階
の
代
表
的
な
社
説
は
、
清
仏
関
係
を
め
ぐ
る
社
説
の
嚆
矢
「
安
南
ノ
戰
報
」(

一
八
八
三
年
六
月
一
三
日)

と
、

「
我
國
ガ
清
佛
ニ
對
ス
ル
ノ
政
略｣

（
一
八
八
三
年
六
月
一
九
―
二
四
日
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
社
説
は
ま
ず
、「
佛
國
ガ
安
南
ニ
於
ケ
ル
侵
犯
政
略
」
を
き
っ
か
け
に
生
れ
た
清
仏
対
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘

す
る
。「
安
南
ノ
清
國
ニ
於
ケ
ル
ハ
猶
ホ
朝
鮮
ノ
如
ク｣

、
清
は
「
其
ノ
時
ニ
清
廷
ニ
朝
貢
シ
テ
冊
封
ヲ
受
ケ
正
朔
ヲ
奉
ジ
テ
臣
ト
稱

ス
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
…
…
（
略
）
之
ヲ
其
ノ
藩
邦
ト
爲
シ
」
て
い
る
た
め
、「
佛
國
政
府
ガ
敢
テ
之
ヲ
清
廷
ヨ
リ
引
キ
離
シ
テ
獨
立
國

ト
ナ
シ
而
シ
テ
其
志
ヲ
逞
ク
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
政
略
ヲ
忌
ミ｣

、「
安
南
」
の
後
ろ
盾
に
な
っ
て
い
る

(

�)

。
こ
の
間
の
紛
議
は
、
ベ
ト
ナ

ム
を
「
藩
邦
」
と
位
置
づ
け
る
清
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
「
侵
犯
政
略
」
の
「
志
ヲ
逞
ク
」
し
て
「
之
ヲ
清
廷
ヨ
リ
引
キ
離
シ
テ

獨
立
國
」
と
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
基
本
的
な
対
立
点
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
問
題
は
、
こ
う
し
た
対
立
が
今
や
開
戦
情
況
に
ま
で
立
ち
至
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
李
鴻
章
な
ど
は
「
近
カ

ゴ
ロ
痛
ク
各
外
國
人
ヲ
憎
悪
シ
各
外
國
人
ヲ
以
テ
連
合
シ
テ
清
國
ヲ
陵
辱
ス
ル
ノ
謀
ヲ
爲
ス
者
ナ
リ
ト
シ
頗
ル
不
快
ニ
思
ヒ
此
度
安

南
事
件
ノ
如
キ
モ
即
チ
其
ノ
一
例
ナ
リ
ト�

甚
ダ
决
心
シ
タ
ル
」
様
子
で
あ
る
。「
清
廷
」
に
は
も
と
も
と
「
隨
分
主
戰
説
ヲ
持
ス

ル
ノ
人
多
カ
リ
シ
」
が
、
ハ
ノ
イ
に
お
け
る
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
戦
死
の
報
で
彼
ら
は
、「
宜
ク
此
捷
ニ
乗
ジ
テ
益
々
大
兵
ヲ
出
シ
鏖
戰

以
テ
之
ヲ
破
リ
以
テ
道
光
咸
豊
ノ
辱
ヲ
雪
グ
ベ
シ
」
と
大
い
に
意
気
あ
が
っ
て
い
る
。
一
方
フ
ラ
ン
ス
の
方
も
、
ハ
ノ
イ
の
戦
報
に

は
「
安
南
蠻
人
ノ
爲
メ
ニ
敗
ラ
レ
將
死
シ
砲
奪
ハ
ル
若
シ
此
辱
ニ�
雪
ガ
ズ
ン
バ
將
ニ
日
耳
曼
伊
太
利
其
他
各
國
ノ
笑
ヲ
如
何
ン
セ

ン
ト
ス
」
と
の
意
識
が
高
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
社
会
党
や
帝
国
を
思
慕
す
る
保
守
派
が
力
を
も
つ
な
か
国
民
の
支
基
盤
持
が
弱

く
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
や
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
な
ど
「
常
ニ
外
征
ヲ
爲�

其
ノ
人
心
ヲ
外
ニ
轉
ゼ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
政
略
」
と
し
て
き
た
仏
共
和
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政
府
に
と
っ
て
、「
安
南
事
件
ハ
殆
ン
ド
佛
國
共
和
政
治
ノ
安
危
存
亡
ニ
關
係
ス
ル
者｣

、
し
か
も
司
令
長
官
が
殺
さ
れ
た
と
あ
っ
て

は
到
底
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
手
を
引
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う

(

�)

。
社
説
子
は
開
戦
必
至
の
情
勢
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
清
に
お
け
る
安
南
の
意
味
が
朝
鮮
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
清
仏
両
国
の
姿
勢
と
も
対
外
的
な
「
辱
」
を
雪
ぐ
こ

と
に
基
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
こ
う

(

�)

。

そ
れ
で
は
、
実
際
に
清
仏
が
開
戦
す
れ
ば
、
日
本
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
う
け
る
の
か
。
こ
れ
が
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
清

・
仏
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
も
、
そ
れ
は
朝
鮮
や
東
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
新
た
な
緊
張
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
安
否
に
影
響

を
与
え
か
ね
な
い
。

特
に
清
の
勝
利
は
重
く
受
け
止
め
ら
れ
た
。「
清
國
ノ
勝
ハ
其
ノ
我
國
ニ
影
響
ス
ル
�
尤
モ
急
ナ
ル
可
シ｣

。
な
ぜ
か
。
そ
も
そ
も

「
清
廷
ガ
我
ガ
朝
鮮
ノ
交
際
及
ビ
琉
球
ノ
處
分
ニ
對�

常
ニ
我
ニ
釋
然
タ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ハ
今
復
タ
此
ニ
贅
ス
ル
ヲ
要
セ
ズ｣

。

ま
た
「
各
外
國
ヲ
以
テ
連
合�

清
國
ヲ
陵
辱
ス
ル
ヲ
謀
ル
者
ナ
リ
ト
爲
」
す
李
鴻
章
は
「
我
國
ニ
向
フ
テ
モ
暗
ニ
米
国
ト
謀
テ
其
ノ

朝
鮮
ヲ
藩
屬
ニ
ス
ル
ノ
口
實
ヲ
絶
ン
ト
欲
ス
ル
者
ナ
リ
ト
シ
テ
益
々
我
レ
ニ
不
平
ナ
リ｣

。
こ
う
し
た
状
況
下
、「
清
國
ノ
安
南
ニ
於

ル
ト
其
ノ
朝
鮮
ニ
於
ル
ト
ハ
恰
モ
同
様
ノ
關
係
ニ
シ
テ
又
タ
我
國
ノ
朝
鮮
ニ
於
ル
ト
佛
國
ノ
安
南
ニ
於
ル
ト
ノ
關
係
モ
亦
タ
稍
々
相

似
タ
ル
者
ア
レ
バ
…
…
（
略
）
清
國
竟
ニ
勝
タ
バ
其
ノ
此
勝
ニ
乗
ジ
テ
外
國
ノ
辱
ヲ
洗
雪
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
心
ハ
必
ラ
ズ
我
國
ニ
向

フ
テ
尤
モ
急
ナ
ル
可
シ｣

。
特
に
昨
年
の
壬
午
事
変
以
来
、
清
は
兵
力
整
備
に
よ
り
「
我
ヲ
藐
視
ス
ル
ノ
意
」
を
生
じ
、
清
が
勝
て

ば
「
其
鋒
ヲ
轉�

我
ニ
向
フ
�
ハ
必
然
…
…
（
略
）
清
國
竟
ニ
勝
タ
バ
我
國
ハ
必
ラ
ズ
清
國
ノ
兵
ヲ
受
ル
�
ヲ
免
レ
ザ
ル
可
シ

(

�)｣

。

こ
こ
に
は
、
清
が
朝
鮮
・
琉
球
問
題
を
通
じ
、
も
と
も
と
日
本
を
「
米
国
ト
謀
テ
其
ノ
朝
鮮
ヲ
藩
屬
ニ
ス
ル
ノ
口
実
ヲ
絶
ン
ト
欲
ス

ル
者
」
と
み
て
お
り
、
ま
た
自
ら
の
軍
備
へ
の
自
信
か
ら
日
本
を
軽
視
・
蔑
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
清
が
勝
て
ば
、
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安
南
と
同
様
の
位
置
に
あ
る
朝
鮮
・
琉
球
に
つ
い
て
も
「
外
辱
」
を
雪
が
ん
と
し
て
日
本
へ
の
派
兵
に
ふ
み
き
る
だ
ろ
う
と
の
対
清

認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
仏
の
勝
利
に
対
し
て
も
警
戒
心
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
他
列
強
国
に
よ
る
新
た
な
東
ア
ジ
ア
侵
略
を
招
く
可
能
性
が
あ

る
か
ら
だ
。「
若
シ
其
レ
佛
國
ガ
戰
ヒ
勝
チ
テ
遂
ニ
安
南
ヲ
并
セ
ン
乎
露
西
亜
ノ
如
キ
日
耳
曼
ノ
如
キ
英
利
ノ
如
キ
必
ラ
ズ
皆
ナ
手

ヲ
袖
ニ
シ
テ
佛
國
ガ
獨
リ
其
ノ
版
圖
ヲ
東
洋
ニ
拓
ク
�
ヲ
傍
観
ス
ル
而
巳
ナ
ラ
ザ
ル
可
シ｣

、「
此
三
國
ハ
必
ラ
ズ
清
廷
ノ
弊
ニ
乗
ジ

テ
其
ノ
地
ヲ
割
キ
或
ハ
其
ノ
屬
邦
ノ
地
ヲ
奪
フ
コ
ト
ヲ
謀
ル
可
シ｣

。
例
え
ば
朝
鮮
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
分
割
は
さ
れ
ず
と

も
「
其
某
港
若
シ
ク
ハ
某
島
ハ
必
ラ
ズ
土
耳
其
ノ
『
サ
イ
プ
ル
ス
』
島
ト
ナ
リ
テ
割
取
セ
ラ
ル
ヽ
�
ヲ
免
レ
ザ
ル
可
シ｣

。
た
だ
し
、

こ
こ
で
社
説
子
は
一
つ
留
保
を
つ
け
る
。「
佛
國
ノ
勝
ハ
直
ニ
我
國
ニ
向
フ
テ
其
鋒
ヲ
轉
ズ
ル
ノ
懼
ハ
ア
ラ
ザ
ル
可
シ｣

。
仏
国
勝
利

の
脅
威
は
清
や
そ
の
「
屬
邦
」
に
向
か
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
該
兩
國
ノ
間
ノ
一
勝
一
敗
ハ
清
國
ノ
勝
コ
ソ
我
國
ニ
影
響

ス
ル
コ
ト
最
モ
急
ナ
ル
可
シ
」
と

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
『
自
由
新
聞
』
は
、
清
仏
開
戦
の
可
能
性
に
よ
っ
て
、
日
本
に
も
新
た
な
脅
威
が
出
現
し
た
と
み
て
い
る
。
清
が
勝

利
し
た
場
合
は
、
そ
の
勝
ち
に
よ
り
自
信
を
得
た
清
が
、
朝
鮮
に
つ
い
て
も
「
藩
屬
」
の
主
張
を
掲
げ
日
本
を
武
力
攻
撃
す
る
可
能

性
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
勝
利
は
ロ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
三
国
の
さ
ら
な
る
清
分
割
、
朝
鮮
の
蚕
食
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い

が
、
こ
れ
は
当
面
、
日
本
に
対
す
る
直
接
攻
撃
に
は
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
清
・
仏
二
つ
の
脅
威
を
比
べ
、
清
国
の
脅
威
こ
そ
が
日
本

に
と
っ
て
は
深
刻
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
『
自
由
新
聞
』
は
、
こ
の
よ
う
に
清
国
の
脅
威
を
重
視
す
る
姿
勢
を
、
仏
国
不
利
、
む
し
ろ
清
国
勝
利
の
可
能
性
高
し
と

す
る
情
勢
分
析
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
て
い
く
。
例
え
ば
社
説
は
い
う
。「
今
日
ノ
清
國
ハ
决
シ
テ
道
光
咸
豊
ノ
時
代
ノ
清
國
ニ
ア
ラ
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ズ
内
ニ
シ
テ
髪
匪
ノ
亂
モ
ナ
ク
外
ニ
シ
テ
英
佛
合
縦
ノ
師
モ
ナ
ク
且
ツ
其
ノ
屬
々
外
國
ノ
辱
ヲ
受
ケ
シ
ヨ
リ
大
ニ
目
ヲ
自
ラ
鞭
策
シ

テ
泰
西
ノ
長
ヲ
取
リ
テ
其
短
ヲ
補
ヒ
以
テ
國
ヲ
強
ス
ル
ノ
計
ヲ
爲
サ
ヾ
ル
可
ラ
ザ
ル
ヲ
悟
リ
其
政
治
上
一
體
ノ
事
ニ
於
テ
モ
大
ニ
面

目
ヲ
改
メ
タ
ル
者
ナ
カ
ラ
ズ
殊
ニ
水
陸
ノ
兵
備
ノ
如
キ
ハ
尤
モ
整
餝
ヲ
加
ヘ
」
て
い
る
。
イ
リ
紛
争
で
は
露
と
の
戦
い
を
決
意
し
て

そ
の
威
嚇
を
挫
き
、
そ
の
後
も
戦
艦
銃
砲
を
購
入
し
て
軍
備
強
化
に
余
念
が
な
い
。「
如
何
ニ
佛
國
ガ
其
武
ニ
誇
ル
モ
决
シ
テ
與
シ

易
キ
ノ
敵
ニ
ハ
非
ラ
ザ
ル
可
シ｣

。
し
か
も
、
清
に
比
し
て
「
佛
国
ノ
師
ハ
稍
々
其
ノ
不
利
ナ
ル
ヲ
見
ル
者
ナ
カ
ラ
ズ｣

。
ベ
ト
ナ
ム

ま
で
外
洋
を
こ
え
て
遠
征
し
て
く
る
困
難
、「
夏
季
ノ
炎
熱
」
等
の
不
利
要
因
に
加
え
、「
安
南
ノ
人
心
ハ
佛
國
ノ
侵
略
ヲ
憤
ル
コ
ト

甚
ダ
深
」
い

(

�)

。
と
す
れ
ば
「
佛
國
ハ
未
ダ
容
易
ニ
其
勝
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
ヲ
バ
得
ザ
ル
歟｣

、
も
し
く
は
「
今
日
該
兩
國
ノ
勢
ヲ
以
テ

之
ヲ
料
レ
バ
寧
ロ
清
國
ガ
竟
ニ
勝
ツ
�
ヲ
得
可
キ
ガ
若
ク
看
ユ
ル
者
ア
リ｣

。
こ
の
よ
う
に
結
論
し
た
上
で
社
説
子
は
、「
而
シ
テ
此

ノ
清
國
ノ
竟
ニ
勝
ツ
ハ
我
國
ノ
爲
メ
ニ
ハ
其
ノ
影
響
ヲ
致
ス
�
尤
モ
急
ナ
ル
者
」
と
し
、
清
国
の
脅
威
を
再
度
強
調
す
る
の
で
あ
る

(

�)

。

な
お
以
上
、
清
国
の
脅
威
を
強
調
す
る
論
点
に
お
い
て
も
ま
た
、
清
・
仏
の
安
南
を
め
ぐ
る
基
本
的
な
対
立
図
式
が
朝
鮮
を
め
ぐ
る

清
・
日
の
そ
れ
と
相
似
で
あ
る
と
す
る
見
方
や
、
よ
り
直
接
的
な
脅
威
で
あ
る
清
国
の
行
動
を
「
外
辱
」
を
雪
ぐ
と
い
う
行
動
基
準

で
説
明
す
る
傾
向
、
さ
ら
に
は
日
本
に
向
か
い
「
辱
」
を
雪
が
ん
と
す
る
清
の
行
動
を
即
日
本
へ
の
武
力
行
使
へ
と
つ
な
げ
る
見
方

が
う
か
が
わ
れ
る
。

な
お
最
後
に
、
こ
う
し
た
清
国
の
脅
威
に
現
実
問
題
と
し
て
ど
う
対
処
す
る
か

清
仏
開
戦
に
関
わ
る
戦
略
論
が
語
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
社
説
子
は
「
兵
備
中
立｣

、
す
な
わ
ち
兵
力
の
備
え
を
も
っ
た
局
外
中
立
を
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら

清
仏
開
戦
は
「
其
ノ
影
響
ノ
緊
切
ト
云
ヒ
地
形
交
際
ノ
關
係
ト
云
ヒ
勢
遂
ニ
尋
常
ノ
局
外
中
立
ヲ
守
ル
�
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
ル
」
か
ら

で
あ
る
。
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清
が
勝
利
す
れ
ば
、
そ
の
矛
先
を
中
立
宣
言
し
た
日
本
に
向
け
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
「
尋
常
ノ
局
外
中
立
ト

雖
モ
只
文
字
上
ニ
於
テ
之
ヲ
中
外
ニ
布
告
シ
乃
チ
了
ル
者
ニ
ハ
非
ラ
ズ
自
ラ
種
々
ノ
公
法
モ
ア
リ
テ
双
方
ヲ
シ
テ
之
ヲ
烙
守
シ
テ
我

ガ
體
面
ヲ
損
ズ
ル
�
無
ラ
シ
メ
ン
ニ
ハ
兵
力
ヲ
以
テ
儼
然
ト
シ
テ
之
レ
ガ
恪
遵
ヲ
必
ス
ル
ニ
非
ザ
ル
ヨ
リ
ハ
决
シ
テ
徒
法
以
テ
自
ラ

行
ハ
ル
ヽ
�
ヲ
得
ル
者
ニ
非
ラ
ズ｣

「
尋
常
ノ
局
外
中
立
ト
ス
ル
モ
兵
備
中
立
ヲ
爲
ス
ノ
覺
悟
ア
ル
ニ
非
ラ
ザ
レ
バ
以
テ
之
ヲ
保
ツ

コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ズ｣
。
日
本
の
地
政
学
的
条
件
や
対
外
関
係
、
現
実
の
局
外
中
立
の
あ
り
よ
う
か
ら
み
て
も
、
清
仏
開
戦
に
際
し

て
は
「
我
國
モ
亦
タ
同
時
ニ
終
ニ
兵
力
ヲ
以
テ
其
間
ニ
立
ツ
ノ
覺
悟
ヲ
定
メ
ザ
ル
可
ラ
ズ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

(

�)

。

し
か
し
果
し
て
い
ま
、「
兵
備
中
立
」
が
可
能
な
の
か

(

�)

。「
陸
軍
ノ
備｣

「
國
庫
ノ
財
」
な
ど
「
我
ガ
國
人
ノ
力
ハ
能
ク
斯
ル
危
急

ニ
應
ズ
ル
ニ
足
ル
乎｣

。
こ
の
よ
う
に
社
説
子
は
自
問
す
る
。
壬
午
事
変
後
の
清
の
脅
威
に
対
し
て
は
、
国
力
の
な
い
小
国
と
し
て

対
外
的
に
は
「
条
理｣

、
国
内
的
に
は
立
憲
政
体
樹
立
優
先
を
掲
げ
て
き
た
『
自
由
新
聞
』
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
吾
人
ハ
之
ヲ
思

ヘ
バ
切
ニ
寒
心
ス
ル
ニ
堪
ヘ
ザ
ル
也
」
と
の
本
音
を
も
ら
す
。「
吾
人
ハ
清
佛
ノ
和
ハ
其
ノ
猶
保
タ
ン
�
ヲ
祈
ル
也
」
と
い
う
一
節

ま
で
飛
び
出
す

(

�)

。
戦
争
が
回
避
さ
れ
れ
ば
清
仏
ど
ち
ら
の
勝
利
も
な
く
、
中
立
の
た
め
の
兵
備
を
心
配
す
る
必
要
も
な
い
か
ら
だ
。

し
か
し
「
祈
ル
」
だ
け
で
は
戦
略
た
り
え
な
い
。
そ
こ
で
『
自
由
新
聞
』
は
改
め
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
本
年
春
、
仏
公
使
ト

リ
ク
ー
が
「
我
ガ
其
筋
ノ
人
」
に
対
し
て
日
仏
連
合
を
打
診
し
た
と
い
う
か
ら

(

�)

、「
已
ム
コ
ト
無
ン
バ
寧
ロ
佛
國
ト
連
合
セ
ン
乎

(

�)｣

。

「
兵
備
中
立
」
を
追
求
す
る
も
、
国
力
及
ば
ず
ど
う
し
て
も
や
む
を
え
な
い
場
合
は
、
仏
と
の
連
合
を
選
択
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
れ
は
清
の
直
接
的
脅
威
ゆ
え
の
や
む
を
得
ぬ
選
択
で
あ
り
、
開
戦
回
避
へ
の
祈
り
を
背
後
に
も
つ
消
極
的
な
議
論
で

あ
る

(

�)

。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
清
の
脅
威
に
対
し
て
「
兵
備
中
立
」
で
臨
ん
で
も
、
そ
れ
を
実
行
す
る
国
力
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
列

強
の
一
角
で
「
安
南
ニ
於
ケ
ル
侵
犯
政
略
」
を
推
進
し
て
い
る
仏
国
と
組
む
こ
と
も
あ
り
得
る
と
ふ
み
こ
ん
だ
点
が
重
要
だ
ろ
う
。
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と
い
う
の
も
、
軍
備
拡
張
と
列
強
と
の
連
合
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
条
理
」
や
小
国
主
義
、
万
国
公
法
に
関
わ
る
従
来
の

立
場
は
大
き
く
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

実
際
こ
の
時
期
、
小
国
主
義
の
主
張
は
影
を
ひ
そ
め
る
。
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
仏
の
行
動
を
「
侵
犯
」
と
み
な
し
、
雑
報
・
外
報

に
ベ
ト
ナ
ム
に
同
情
的
な
記
事
を
掲
載
し
た
り

(

�)

、
論
説
で
は
清
仏
双
方
の
立
場
を
紹
介
す
る
も
の
の

(

�)

、「
条
理
」
を
前
面
に
だ
す
こ

と
は
な
く
な
り
、
万
国
公
法
を
現
実
の
「
公
法
」
と
し
て
尊
重
す
る
姿
勢
も
み
え
は
じ
め
る
。
例
え
ば
「
清
佛
互
ニ
安
南
ヲ
見
ル
ノ

差
午｣

（
一
八
八
三
年
六
月
三
〇
日
、
七
月
一
・
三
日
）
は
、
ベ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
る
清
国
の
「
屬
國
」
論
を
評
し
、「
我
レ
ハ
萬
國
公

法
ニ
モ
制
セ
ラ
レ
ル
ヽ
ナ
シ
漢
家
ハ
自
カ
ラ
漢
家
ノ
法
ア
リ
」
と
い
う
は
「
誠
ニ
公
法
ト
國
法
ノ
別
ヲ
モ
辨
ゼ
ザ
ル
ノ
言
ニ
シ
テ
幾

ン
ド
愍
笑
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
一
言
之
レ
ヲ
評
ス
ル
ハ
曰
ク
頑
陋
ノ
極
地｣

、「
清
人
ノ
言
太
ダ
理
ナ
ラ
ズ
」
と
す
る
。
万
国
公
法
に
心

服
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
こ
れ
を
現
実
の
「
公
法
」
と
し
て
認
め
る
観
点
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
『
自
由
新
聞
』
は
、
ベ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
る
基
本
的
な
対
立
に
、
清
仏
双
方
の
「
國
辱
」
意
識
や
警
戒

心
、
国
内
事
情
な
ど
が
追
加
要
因
と
し
て
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
仏
開
戦
の
危
機
が
高
ま
っ
て
い
る
と
み
な
す
。
そ
し
て
開
戦

回
避
を
望
み
つ
つ
も
、
開
戦
し
た
場
合
は
清
が
勝
利
す
る
可
能
性
が
高
く
、
フ
ラ
ン
ス
に
勝
利
し
軍
備
に
も
自
信
を
も
っ
て
い
る
清

が
、
朝
鮮
（
あ
る
い
は
琉
球
）
を
め
ぐ
り
ベ
ト
ナ
ム
と
同
様
の
対
立
関
係
に
あ
る
日
本
に
対
し
「
辱
」
を
晴
ら
す
た
め
に
直
接
的
な

武
力
行
使
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
評
価
す
る
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
が
勝
利
す
る
に
は
不
利
な
要
因
が
多
く
、
仮
に
仏
が
勝
利
す
れ

ば
列
強
に
よ
る
清
・
朝
鮮
へ
の
新
た
な
侵
攻
が
予
想
さ
れ
る
も
、
こ
れ
は
日
本
へ
の
直
接
攻
撃
た
り
え
な
い
ゆ
え
清
の
脅
威
に
は
及

ば
な
い
。
よ
っ
て
ま
ず
は
兵
備
中
立
の
立
場
を
と
り
、
こ
れ
ま
で
の
「
国
辱
」
に
学
び
軍
備
拡
大
を
進
め
る
清
の
脅
威
に
対
抗
す
る

た
め
に
こ
ち
ら
も
軍
備
拡
大
に
つ
と
め
る
が
、
や
む
を
得
ぬ
場
合
は
仏
と
の
連
合
も
厭
わ
な
い
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
、
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こ
の
時
期
の
『
自
由
新
聞
』
の
論
調
は
、
ま
さ
に
清
国
脅
威
論
・
軍
備
拡
大
論
と
も
い
い
得
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
壬
午
事
変
以
後
の
論
調

清
・
露
の
脅
威
に
対
す
る
朝
鮮
独
立
論
や
、
そ
の
後
の
清
国
脅
威
論

（
朝
鮮
の
宗
主
権
を
主
張
し
、
朝
鮮
を
藩
屏
化
・
中
立
化
さ
せ
る
日
本
の
構
想
を
阻
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
に
「
国
辱
」
を
与

え
る
存
在
と
し
て
の
清
を
警
戒
し
、「
条
理
」
に
基
づ
き
批
判
す
る
議
論)

、
国
内
の
立
憲
制
樹
立
を
優
先
す
る
小
国
主
義
の
議
論
と
、

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
大
き
く
異
な
る
の
は
、
清
仏
開
戦
の
危
機
に
よ
る
新
た
な
脅
威
を
想
定
し
て
い
る
点
で
あ
る

(

�)

。
新
た
な
脅
威
と
は
何
か
。
清

に
よ
る
日
本
へ
の
武
力
攻
撃
と
、
列
強
に
よ
る
清
・
朝
鮮
侵
攻
と
い
う
二
つ
の
脅
威
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
『
自
由
新
聞
』
は
、

壬
午
事
変
以
来
、
清
・
露
の
脅
威
を
主
張
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
直
接
に
は
朝
鮮
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
列
強
も
露
に
と
ど
ま

る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
清
仏
対
立
の
段
階
で
は
、
従
来
の
脅
威
の
中
身
が
、
清
国
に
よ
る
日
本
へ
の
武
力
攻
撃
（
清
国
脅
威
論)

、

露
に
止
ま
ら
な
い
列
強
に
よ
る
清
・
朝
鮮
の
蚕
食
（
列
強
脅
威
論
）
と
い
う
、
よ
り
直
接
的
か
つ
広
が
り
を
も
っ
た
脅
威
へ
と
変
化

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
こ
で
は
前
者
、
清
に
よ
る
日
本
へ
の
武
力
行
使
が
、
朝
鮮
で
な
く
日
本
自
身
に
対
す
る
武
力
行
使
と
し
て
、
ま
た
清
国
が

勝
利
す
る
可
能
性
の
高
さ
か
ら
、
よ
り
切
迫
し
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
清
国
脅
威
論

な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
清
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
勝
利
か
ら
、
こ
う
し
た
日
本
へ
の
武
力
行
使
に
ふ
み
き
る
の
は
な
ぜ
か
。

『
自
由
新
聞
』
は
こ
の
点
、
清
国
を
ど
う
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
ベ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
る
清
仏
対
立
は
、
直
接
日
本
に
は
係
わ
り
合
い
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
日
本
の
脅

威
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
前
提
に
は
、
結
局
清
に
と
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
と
朝
鮮
は
同
種
の
地
な
の
だ
と
い
う
『
自
由
新
聞
』
の
理
解
が
あ
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る
。
つ
ま
り
清
に
と
っ
て
は
ベ
ト
ナ
ム
も
朝
鮮
も
、
清
の
「
藩
屬
」
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
を
含
む
外
国
人
が
連
合
し
て
清
国
を

「
陵
辱
」
す
る
計
画
に
よ
っ
て
暴
力
的
に
清
か
ら
引
き
離
さ
れ
つ
つ
あ
る
地
と
い
う
点
で
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た

清
認
識
が
あ
っ
て
初
め
て
、
こ
の
時
期
の
清
国
脅
威
論
が
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
点
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。
ま
た
、

こ
う
し
た
清
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
＝
朝
鮮
認
識
の
背
後
に
描
か
れ
た
清
の
日
本
認
識
、
す
な
わ
ち
日
本
も
ま
た
朝
鮮
・
琉
球
に
つ
き
列

強
と
同
様
に
清
国
を
「
陵
辱
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
国
だ
と
い
う
見
方
は
、
軍
備
拡
大
で
自
信
を
つ
け
日
本
を
軽
視
・
蔑
視
す
る
に

至
っ
た
清
が
、
清
仏
戦
争
に
勝
利
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
朝
鮮
・
琉
球
で
う
け
た
こ
の
「
國
辱
」
を
晴
ら
す
た
め
、
日
本
へ
の
武
力

行
使
に
ふ
み
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
見
方
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
自
由
新
聞
』
が
清
国
の
武
力
行
使
を
現
実
に
あ
り
得
る
脅
威
と
し
て
強
調
す
る
の
は
、
軍
備
拡
大
を
通
じ
て
日

本
を
軽
視
・
蔑
視
す
る
に
至
っ
た
清
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
勝
利
し
て
ベ
ト
ナ
ム
と
同
様
、
朝
鮮
に
つ
い
て
も
外
国
（
日
本
）
か
ら
う
け

て
き
た
「
陵
辱
」
を
雪
ぐ
行
動
、
す
な
わ
ち
武
力
行
使
に
出
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
清
国
認
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

(

�)

。
清
の
軍
備

が
従
来
よ
り
も
向
上
し
て
お
り
、
日
本
は
勝
て
な
い
と
い
う
現
実
認
識
も
一
因
だ
が
、
そ
も
そ
も
清
が
軍
備
拡
大
を
は
か
っ
た
の
も

「
國
辱
」
経
験
に
学
ん
だ
た
め
と
さ
れ
て
お
り
、
結
局
、
清
が
武
力
行
使
に
ふ
み
き
る
動
機
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
武
力

行
使
に
直
結
す
る
清
国
の
「
國
辱
」
意
識
で
あ
る
。
こ
の
点
、
こ
の
時
期
の
『
自
由
新
聞
』
の
「
語
り
」
は
、
当
面
の
対
外
問
題
を

清
国
の
「
國
辱
」
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
清
の
日
本
へ
の
武
力
行
使
の
必
然
性
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
、
七
月
一
一
日
付
の
社
説
「
清
佛
ノ
和
戰
」
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
社
説
は
、
清
の
李
鴻
章
と
仏
の
ト
リ
ク
ー

公
使
の
間
の
交
渉
が
中
止
さ
れ
、
七
月
五
日
に
李
鴻
章
が
談
判
を
中
止
し
天
津
に
帰
っ
た
と
い
う
報
道
を
う
け
て
、
そ
の
後
の
清
の

対
応
を
論
ず
る
も
の
だ
が
、
清
の
選
択
肢
を
「
遂
ニ
復
タ
佛
國
ニ
屈
シ
其
ノ
言
フ
ガ
儘
ニ
之
ヲ
聽
ク
コ
ト
ヲ
得
ル
歟
抑
モ
其
ノ
名
誉
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ノ
爲
メ
其
ノ
権
理
ノ
爲
メ
遂
ニ
已
ム
ヲ
得
ズ
シ
テ
直
チ
ニ
宣
戰
ス
ル
ノ
備
ヲ
爲
ス
�
ニ
决
ス
ル
歟
」
だ
と
し
、
清
が
後
者
を
選
ぶ
だ

ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
清
も
ま
た
「
國
辱
」
を
知
る
か
ら
こ
そ
戦
い
を
選
択
す
る
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

そ
し
て
、
こ
れ
は
壬
午
事
変
以
来
の
『
自
由
新
聞
』
の
「
語
り
」
を
踏
襲
す
る
も
の
だ
。『
自
由
新
聞
』
自
身
が
朝
鮮
を
め
ぐ
る

対
外
的
な
問
題
を
、「
國
辱
」
に
関
わ
る
問
題
、
そ
の
解
消
の
た
め
に
は
武
力
行
使
を
も
辞
さ
な
い
切
実
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
て

き
た
か
ら
こ
そ
、
ベ
ト
ナ
ム
や
朝
鮮
に
関
わ
る
新
た
な
清
国
の
姿
勢
を
理
解
す
る
に
も
、
自
ら
の
「
藩
屬
」
を
侵
さ
れ
た
「
國
辱
」

意
識
が
も
ち
い
ら
れ
、「
國
辱
」
意
識
の
主
体
た
る
清
へ
の
警
戒
心
も
切
迫
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
清
国
有

利
の
情
勢
認
識
さ
え
そ
ろ
え
ば
、
こ
こ
に
新
た
な
清
国
脅
威
論
が
成
立
す
る
。

な
お
、
こ
こ
で
は
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
仏
の
行
動
も
「
國
辱
」
意
識
に
即
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
仏
の
行

動
は
最
初
か
ら
「
侵
犯
政
略
」
と
さ
れ
、
そ
の
侵
略
性
も
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
、
ベ
ト
ナ
ム
の
「
國
辱
」
意
識
が
正
面

か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
は
、
む
し
ろ
清
仏
双
方
の
動
向
を
「
外
辱
」
意
識
に
基
い
て
説
明
す
る
こ
と

で
、
清
仏
開
戦
を
互
い
に
譲
歩
不
可
能
な
切
迫
性
を
も
っ
て
語
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
切
迫
性
は
、
戦
略
論
に
も
反
映
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
清
国
の
武
力
行
使
が
現
実
的
脅
威
と
さ
れ
る
な
か
、
従

来
の
清
国
脅
威
論
の
よ
う
に
、
行
動
基
準
た
る
「
条
理
」
に
基
き
朝
鮮
独
立
・
中
立
化
構
想
を
掲
げ
、
清
批
判
を
展
開
す
る
だ
け
で

は
す
ま
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
「
条
理
」
を
正
面
か
ら
掲
げ
、
小
国
と
し
て
、
清
に
対
す
る
実
力
措
置
や
軍

備
拡
大
で
は
な
く
国
内
の
立
憲
体
制
樹
立
を
優
先
す
る
議
論
も
成
立
し
得
た
。
し
か
し
、
脅
威
を
切
迫
し
た
も
の
と
認
識
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
兵
力
の
備
え
を
も
っ
た
局
外
中
立
論
、
や
む
を
え
な
い
場
合
の
仏
と
の
連
合
な
ど
、
兵
力
に
よ
る
現
実
的
な
対
抗
措
置
を

考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
清
の
軍
備
が
従
来
よ
り
向
上
し
た
こ
と
も
あ
り
、
日
本
は
清
に
勝
て
な
い
と
い
う
小
国
と
し
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て
の
自
己
認
識
で
は
従
来
の
議
論
と
共
通
す
る
が
、
小
国
も
ま
た
自
国
へ
の
武
力
攻
撃
（
特
に
「
条
理
」
に
反
す
る
大
国
の
そ
れ
）

に
は
徹
底
的
に
戦
う
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
現
実
化
し
た
段
階
で
は
も
は
や
「
条
理
」
よ
り
も
現
実
の
兵
力
・
軍
備
拡
大
が
主
張
さ
れ
、

消
極
的
と
は
い
え
、「
条
理
」
を
わ
き
ま
え
ぬ
大
国
と
の
連
合
も
選
択
肢
の
一
つ
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
民
権
や
「
条

理
」
に
基
く
小
国
主
義
は
、
清
の
武
力
行
使
に
対
し
て
軍
事
力
で
対
抗
し
て
い
く
議
論
へ
と
道
を
譲
る
。
実
際
、
こ
の
時
期
の
社
説

に
お
い
て
「
条
理
」
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
関
す
る
論
評
に
そ
の
片
鱗
を
残
す
も
の
の
、
現
実
的
な
戦
略
を
支
え
る
基
準
と
し
て
正
面
か

ら
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
て
「
条
理
」
が
後
退
し
た
あ
と
、
依
拠
す
べ
き
行
動
基
準
と
し
て
、

「
萬
国
公
法
」
が
浮
上
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
も
、
留
意
し
て
お
く

(

�)

。

（
２
）
清
認
識
の
転
換
と
列
強
の
脅
威

七
月
半
ば
以
降
も
、『
自
由
新
聞
』
で
は
専
ら
交
渉
破
綻
・
開
戦
必
至
の
社
説
が
続
く

(

�)

。
こ
う
し
た
中
で
清
国
脅
威
論
・
軍
備
拡

大
論
、
ま
た
軍
備
拡
大
を
背
景
に
日
本
を
蔑
視
す
る
に
至
り
、
日
本
に
対
し
「
國
辱
」
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
清
と
い
う
認
識
は
ま
す

ま
す
強
ま
る
の
か
。
も
は
や
「
条
理
」
や
民
権
に
基
く
小
国
主
義
の
主
張
は
後
退
し
、
こ
れ
ま
で
距
離
を
お
い
て
き
た
「
萬
国
公
法
」

が
日
本
の
行
動
基
準
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

現
実
は
、
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
。
八
・
九
月
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
「
國
辱
」
を
知
ら
ぬ
清
へ
の
批
判
と
列
強
脅
威
論
へ

転
換
す
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。

実
は
、
七
月
一
一
日
付
『
自
由
新
聞
』
上
で
清
仏
交
渉
中
止
、
清
が
開
戦
に
ふ
み
き
る
は
必
至
と
の
見
方
が
示
さ
れ
て
か
ら
ひ
と

月
弱
、
仏
軍
に
よ
る
ト
ン
キ
ン
地
方
へ
の
派
兵
が
進
む
一
方
で
、
清
国
政
府
は
表
立
っ
て
は
積
極
的
な
姿
勢
や
行
動
を
示
さ
な
か
っ
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た

(

�)

。
こ
の
間
の
雑
報
や
外
報
・
外
電
欄
に
も
、
気
候
な
ど
不
利
な
条
件
の
中
で
援
軍
派
遣
な
ど
軍
事
行
動
拡
大
を
進
め
る
仏
に
対
し

て
、
結
局
清
は
武
器
の
購
入
を
し
て
も
戦
う
こ
と
は
な
く
、
欧
州
輿
論
に
訴
え
る
か
英
の
仲
裁
を
待
つ
に
止
ま
っ
て
い
る
と
の
報
道

が
な
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
七
月
二
九
日
付
社
説
「
清
佛
ノ
事
如
何
」
は
開
戦
必
至
の
論
だ
が
、「
今
マ
安
法
ノ
事
ニ
於
テ
ハ
則
チ
和
ヲ
欲

シ
テ
和
セ
ズ
豈
ニ
大
ニ
法
人
ニ
輕
ン
ゼ
ラ
ル
ヽ
ニ
非
ラ
ズ
耶｣

、
仏
と
と
も
に
「
中
國
ノ
戰
モ
亦
タ
毅
然
决
然
ト
シ
テ
己
レ
ガ
意
ヲ

以
テ
之
ヲ
行
フ
ベ
キ
也
」
と
の
主
張
が
『
上
海
申
報
』
よ
り
転
載
さ
れ
、
な
か
な
か
腰
を
上
げ
な
い
清
を
む
し
ろ
鼓
舞
す
る
内
容
と

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
三
日
後
、『
自
由
新
聞
』
は
従
来
の
清
国
脅
威
論
を
転
換
す
る
の
で
あ
る
。

小
国
論
者
・
丙
鶴
（
曽
田
愛
三
郎

(

�)

）
の
署
名
社
説
「
英
廷
ガ
清
佛
ニ
仲
裁
ス
ル
ト
ハ
果
シ
テ
眞
哉｣

（
一
八
八
三
年
八
月
一
日
）

は
、
基
本
的
に
清
仏
開
戦
回
避
の
た
め
に
英
の
仲
裁
を
求
め
る
立
場
に
立
つ
が
、
英
の
仲
裁
も
な
く
開
戦
に
至
っ
た
場
合
、「
銃
砲

ノ
精
船
艦
ノ
雄
其
ノ
國
力
ノ
充
實
ス
ル
ノ
點
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
論
ズ
レ
バ
縦
令
ヒ
清
國
ハ
天
ノ
時
地
ノ
利
共
ニ
其
利
ア
リ
佛
軍
ニ
ハ
萬

重
ノ
大
洋
ヲ
越
エ
熱
帯
ノ
瘴
癘
ヲ
冒
ス
ノ
不
利
ア
ル
モ
開
戰
シ
テ
久
ニ
彌
リ
雌
雄
ヲ
實
力
ニ
决
ス
ル
ニ
至
レ
バ
…
…
（
略
）
清
兵
ノ

鋒
ハ
必
ラ
ズ
佛
軍
ノ
鋭
ニ
當
ル
ニ
堪
ヘ
ザ
ル
可
ン
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
清
国
脅
威
論
の
前
提
で
あ
っ
た
清
勝
利
の
予
測
自
体
を
否

定
す
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
清
が
勝
て
な
い
理
由
と
し
て
軍
備
・
国
力
以
外
に
仏
軍
の
性
質
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
だ
。

「
佛
人
ノ
性
ハ
輕
ク
且
ツ
慓
悍
ニ
シ
テ
荀
モ
其
ノ
自
國
ノ
名
誉
ヲ
損
ジ
其
ノ
國
權
ヲ
辱
ム
ル
ニ
至
レ
バ
寧
ロ
國
力
ヲ
盡
シ
テ
之
ニ
當

ル
モ
决
シ
テ
止
マ
サ
ル
ヘ
キ
ニ｣

、
な
お
さ
ら
清
は
仏
に
勝
て
な
い

こ
こ
で
は
清
勝
利
の
可
能
性
と
と
も
に
、
そ
れ
を
支
え
る

は
ず
だ
っ
た
清
の
「
國
辱
」
意
識
に
も
疑
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
清
は
結
局
「
利
害
ヲ
較
ヘ
ズ
榮
辱
ヲ
顧
ミ
ズ
動
モ
ス
レ
バ
輙
チ
外
國
ト
交
渉
ヲ
開
キ
紛
難
ヲ
生
ズ
ル

者
」
に
す
ぎ
な
い
。
清
は
、
二
十
数
年
前
英
仏
の
連
合
軍
に
よ
り
北
京
ま
で
陥
れ
ら
れ
て
（
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
）
か
ら
今
日
ま
で
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「
結
局
毎
ニ
無
貨
ノ
償
金
ヲ
拂
ヒ
若
ク
ハ
土
地
ヲ
割
キ
城
下
ノ
盟
ヲ
ナ
シ
テ
其
ノ
國
勢
ヲ
墜
ト
シ
社
稷
ヲ
辱
ム
ル
ニ
終
ル
」
こ
と
で
、

「
東
洋
ノ
政
略
ヲ
傷
ヒ
泰
西
諸
雄
國
ヲ
シ
テ
因
テ
鋸
牙
ヲ
露
ハ
シ
鈎
爪
ヲ
磨
キ
耽
々
ト
シ
テ
其
隙
ニ
乗
じ
て
東
洋
ノ
表
ニ
搏
噬
セ
ン

ト
欲
ス
ル
ノ
心
ヲ
開
」
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
今
開
戦
し
て
仏
が
勝
利
す
れ
ば
「
必
ラ
ズ
東
京
地
方
ヲ
征
略
シ
東
洋
ニ
一

大
互
市
塲
ヲ
開
ク
ニ
至
ル
ハ
必
然
」
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
「
東
洋
ノ
富
源
ハ
是
レ
ヨ
リ
枯
レ
東
洋
ノ
獨
立
ハ
是
レ
ヨ
リ
危
カ
ラ
ン

ト
謂
フ
モ
敢
テ
過
言
ニ
ア
ラ
ザ
ル
可
キ
」
で
、
結
局
「
東
洋
全
體
ノ
大
計
ヲ
誤
ル
者
ハ
我
ガ
隣
人
ナ
ル
清
國
政
府
ニ
ハ
ア
ラ
ザ
ル
歟
」

と
曽
田
は
慨
嘆
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
東
洋
開
明
ノ
先
覺
者
」
と
し
て
貿
易
に
関
わ
る
日
本
の
利
害
に
ふ
れ
る
も
の
の
、
専

ら
「
東
洋
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
清
の
敗
北
で
も
た
ら
さ
れ
る
「
泰
西
諸
雄
國
」
の
侵
略
に
つ
い
て
警
戒
し
て
い
る

(

�)

。

つ
ま
り
こ
の
時
期
に
は
、
こ
の
間
の
清
の
姿
勢
か
ら
、
六
・
七
月
段
階
の
清
国
脅
威
論
を
支
え
て
い
た
、「
國
辱
」
に
基
く
清
認

識
や
清
勝
利
の
予
測
が
変
更
を
迫
ら
れ
、
そ
の
立
場
は
む
し
ろ
仏
勝
利
を
前
提
と
し
た
列
強
脅
威
論
へ
と
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
脅

威
の
中
身
も
、
も
は
や
日
本
へ
の
直
接
侵
攻
で
は
な
く
、
先
覚
者
た
る
日
本
の
貿
易
へ
の
脅
威
、
ひ
い
て
は
「
泰
西
」
に
よ
る
「
東

洋
」
全
体
へ
の
脅
威
で
あ
る
。『
自
由
新
聞
』
上
、
日
本
の
利
害
が
「
東
洋
」
全
体
の
利
害
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
が
明

確
に
示
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
だ

(

�)

。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
列
強
脅
威
論
の
一
方
、
曽
田
は
も
う
一
つ
の
署
名
入
り
社
説
で
清
仏
問
題
を
初
め
て
ベ
ト
ナ
ム
の
立
場
か
ら

と
り
あ
げ

(

�)

、
小
国
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
「
吊
安
南
国
王｣
（
一
八
八
三
・
八
・
二
四
）
は
、
七
月
一
九
日
に
死
去
し
た
ベ
ト

ナ
ム
の
テ
ュ
ダ
ク
帝
を
悼
ん
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
小
国
・
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
同
情
に
満
ち
て
い
る
。

社
説
は
ま
ず
「
實
際
國
家
ノ
情
勢
ニ
就
テ
深
ク
洞
察
ス
ル
所
ア
レ
ハ
吾
輩
ハ
安
南
王
ノ
果
斷
節
義
ナ
キ
ヲ
咎
メ
ス
シ
テ
寧
ロ
其
志

ノ
甚
ダ
憐
ム
ヘ
キ
者
ア
ル
ヲ
知
ル
ナ
リ
」
と
し
、
一
八
七
四
年
条
約
に
つ
い
て
も
「
我
邦
嘉
永
年
間
水
師
提
督
ペ
ル
リ
ー
渡
來
シ
テ
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條
約
ヲ
交
換
シ
タ
ル
當
時
ノ
情
勢
ニ
照
」
ら
し
、「
之
ト
抗
ス
レ
バ
掠
奪
呑
噬
ノ
禍
網
ニ
投
ゼ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ヲ
以
テ
空
シ
ク
怨
ヲ

呑
ミ
恨
ヲ
含
テ
承
允
セ
シ
ニ
疑
ヒ
ナ
シ
」
と
す
る
。
今
回
「
安
南
王
」
が
紛
争
を
惹
起
し
て
で
も
仏
に
抵
抗
し
た
の
も
、
一
八
七
四

年
以
降
「
念
々
憤
懣
ニ
耐
ヘ
ス
思
々
怨
恨
胸
中
ニ
積
ミ
復
何
ソ
優
游
國
家
他
日
ノ
利
害
ヲ
顧
ル
ニ
遑
ア
ラ
ン
」
と
の
思
い
か
ら
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
同
じ
小
国
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
が
フ
ラ
ン
ス
に
い
だ
く
「
怨
恨
」
に
共
感
を
示
し
つ
つ
、
曽
田
は
返
す
刀
で
清
を

批
判
す
る
。
ベ
ト
ナ
ム
が
フ
ラ
ン
ス
の
侵
攻
に
つ
い
て
「
之
ヲ
清
國
ニ
謀
レ
バ
清
國
ハ
王
ガ
一
應
ノ
斷
リ
ナ
ク
肆
ニ
佛
國
ト
締
約
シ

タ
ル
ヲ
責
メ
却
テ
其
罪
ヲ
問
フ
」
た
た
め
、
ベ
ト
ナ
ム
に
は
身
の
置
き
所
が
な
く
な
っ
た

(

�)

。
清
仏
交
渉
が
ど
う
な
る
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、「
結
局
安
南
ハ
佛
國
ノ
毒
手
ニ
委
セ
サ
レ
ハ
必
ス
清
國
ノ
餌
餅
タ
ル
ニ
過
キ
ス｣

。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
曽
田
は
、
こ
れ

を
ベ
ト
ナ
ム
だ
け
に
止
ま
ら
ぬ
、「
大
封
強
國
ノ
間
ニ
介
シ
テ
紛
争
ヲ
開
ク
モ
ノ
ヽ
一
般
ノ
運
命
ナ
リ
」
と
し
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
・
マ

ダ
ガ
ス
カ
ル
の
例
も
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
教
訓
を
垂
れ
る
。「
嗚
呼
小
弱
ノ
國
ヲ
以
テ
虎
狼
呑
噬
ノ
世
界
ニ
立
ツ

モ
ノ
大
邦
強
國
ニ
擧
援
依
附
ス
ル
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヨ
リ
ハ
小
國
ヲ
以
テ
其
呑
噬
簒
奪
ノ
禍
ヲ
免
ル
ハ
抑
モ
難
イ
哉｣

。
だ
か
ら
こ
そ

「
小
國
ヲ
以
テ
大
邦
強
国
ノ
間
ニ
交
際
シ
荀
モ
其
呑
噬
簒
奪
ノ
禍
ヲ
免
レ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ハ
常
ニ
警
戒
シ
テ
游
宴
ノ
中
ニ
陥
穽
ア

リ
堂
奥
ノ
中
ニ
虎
狼
ア
リ
談
笑
ノ
中
ニ
戈
矛
ア
ル
ヲ
知
ラ
サ
ル
へ
カ
ラ
ズ｣

。
先
の
社
説
で
、
徒
に
外
国
と
紛
争
を
起
こ
す
国
と
し

て
清
を
批
判
し
た
曽
田
に
と
っ
て
、
こ
の
教
訓
は
清
を
も
想
定
し
た
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
小
国
・
ベ
ト
ナ
ム
の
「
怨
恨
」
に
対
す
る
共
感
、
清
を
含
む
強
国
へ
の
批
判
で

あ
り
、
実
質
的
に
は
従
来
の
基
本
的
な
立
場
「
条
理
」
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
現
実
の
強
国
に
対
す
る
注
意
を
喚
起
（
ひ
い
て

は
清
の
外
交
を
批
判
）
し
て
結
び
と
し
て
お
り
、
も
は
や
「
条
理
」
で
こ
と
が
済
む
段
階
で
は
な
い
こ
と
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。
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く
し
く
も
「
呂
安
南
国
王
」
が
掲
載
さ
れ
た
翌
日
に
は
、
仏
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
保
護
国
化
を
規
定
し
た
フ
エ
条
約

(

�)

が
締
結
さ
れ
、

『
自
由
新
聞
』
上
で
は
九
月
四
日
に
報
道
さ
れ
る

(

�)

。
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
、
す
で
に
表
明
さ
れ
て
い
た
清
認
識
の
転
換
、
小
国
・

ベ
ト
ナ
ム
へ
の
共
感
と
大
国
批
判
、「
条
理
」
の
限
定
的
な
復
権
は
、
さ
ら
な
る
清
批
判
へ
と
結
び
つ
く
。

例
え
ば
社
説
「
佛
安
ノ
条
約｣

（
一
八
八
三
年
九
月
五
・
六
日
）
は
早
速
フ
エ
条
約
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
締
結
を
許
し
た
清
国
の

対
応
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
李
鴻
章
が
天
津
に
帰
っ
て
二
ヶ
月
に
な
る
が
「
清
廷
ニ
テ
ハ
之
ニ
處
シ
テ
一
モ
斷
行
ス
ル
�
有
ラ

ズ
依
然
ト
シ
テ
和
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ガ
如
ク
戰
ハ
ン
ト
欲
ス
ル
ガ
如
キ
ノ
状
ヲ
示
シ｣

、
そ
の
間
に
仏
は
首
都
フ
エ
に
攻
勢
を
か
け
、

ベ
ト
ナ
ム
は
「
恨
ヲ
呑
ミ
涕
ヲ
出
シ
テ
」
保
護
条
約
を
締
結
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
は
「
實
際

ニ
於
テ
ハ
已
ニ
佛
國
ノ
爲
メ
ニ
并
セ
ラ
レ｣

、
国
王
は
「
殆
ン
ド
佛
國
委
員
ノ
手
ニ
虜
ニ
セ
ラ
ル
ヽ
ト
一
般
」
に
し
て
、
そ
の
「
屈

辱
」
は
大
き
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
雲
南
省
に
通
ず
る
ソ
ン
コ
イ
河
の
通
航
権
が
仏
に
帰
し
た
こ
と
で
、
清
は
大
き
な
影
響
を
う

け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
、
清
廷
は
ど
う
す
べ
き
な
の
か
。
こ
こ
で
ま
た
「
徒
ニ
空
言
ヲ
以
テ
安
南
藩
屬
ノ
義
ヲ
主

張
ス
ル
モ
亦
タ
無
用
ナ
ル
可
シ｣

。
今
清
国
に
必
要
な
の
は
兵
を
も
っ
て
こ
の
条
約
を
拒
絶
す
る
措
置
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
断
固
た
る
措
置
を
清
が
と
る
だ
ろ
う
か
。「
優
游
不
斷
以
テ
今
日
ニ
迄
至
リ
タ
ル
ノ
清
國
ニ
シ
テ
俄
ニ
能
ク
如
此
ノ
果
斷
ヲ
行
フ

ハ
吾
人
ガ
之
ニ
期
ス
ル
�
ヲ
得
ザ
ル
所
ナ
リ｣

。
お
そ
ら
く
清
は
「
遂
ニ
其
ノ
我
ガ
琉
球
ノ
措
置
ニ
於
ケ
ル
如
キ
ノ
情
況
ニ
歸
シ
テ

徒
ラ
ニ
泣
寐
入
ト
爲
リ
テ
止
マ
ン
歟｣

。

こ
の
よ
う
な
清
認
識
を
示
し
た
上
で
、
社
説
子
は
次
の
よ
う
に
論
じ
慨
嘆
す
る
。「
清
廷
ガ
自
カ
ラ
其
辱
ヲ
招
イ
テ
其
威
ヲ
各
國

ノ
間
ニ
墜
ス
ハ
其
ノ
自
ラ
取
ル
所
ロ
ナ
レ
バ
吾
人
ハ
之
ヲ
奈
何
ン
ト
モ
ス
ル
�
無
キ
モ
吾
人
ハ
之
レ
ニ
因
テ
遂
ニ
益
々
東
洋
ノ
侮
ヲ

泰
西
ノ
雄
國
ニ
開
カ
ン
�
ヲ
恐
ル
ヽ
也｣

、「
嗚
呼
清
廷
ガ
頻
年
大
ニ
其
財
ヲ
費�
購
取
製
造
シ
タ
ル
ノ
銃
砲
艦
船
ハ
果�

安
ク
ニ
カ

法と政治 60巻 4号 (2010年 1月)

『

自
由
新
聞
』
と
清
仏
戦
争

767

二
一



在
ル
ヤ
坐
シ
テ
其
ノ
藩
屬
國
ノ
強
國
ノ
爲
メ
ニ
呑
噬
セ
ラ
ル
ヽ
ヲ
視
テ
徒
ニ
大
言
誇
張
ス
ル
ニ
止
メ
テ
遂
ニ
之
ヲ
救
フ
テ
之
ヲ
其
將

ニ
滅
ビ
ン
ト
ス
ル
ノ
餘
ニ
存
ス
ル
�
能
ハ
ズ｣

。

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
軍
備
を
も
ち
「
安
南
藩
属
ノ
義
ヲ
主
張
ス
ル
モ｣

、「
其
藩
屬
國
ノ
強
國
ノ
爲
メ
ニ
呑
噬
セ
ラ
ル
ヽ

ヲ
視
テ
徒
ニ
大
言
誇
張
ス
ル
ニ
止
メ｣

、「
優
游
不
斷
」
で
「
果
斷
」
な
処
置
が
と
れ
ず
に
結
局
は
「
徒
ラ
ニ
泣
寐
入
ト
爲
」
る
で
あ

ろ
う
清
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
カ
ラ
其
辱
ヲ
招
イ
テ
其
威
ヲ
各
國
ノ
間
ニ
墜
ス
」
清
の
姿
で
あ
る
。「
藩
屬
」
の
大
義
名
分
を

ふ
り
か
ざ
し
大
言
壮
語
を
く
り
ひ
ろ
げ
な
が
ら
も
、
結
局
は
仏
と
の
武
力
対
決
に
踏
み
込
め
ず
小
国
・
ベ
ト
ナ
ム
が
強
国
に
侵
略
さ

れ
る
が
ま
ま
に
任
せ
西
欧
の
侮
蔑
を
招
く
清
の
姿
は
、
以
前
の
よ
う
に
小
国
を
救
済
す
る
「
条
理
」
を
も
た
ぬ
だ
け
で
は
な
く
、
自

ら
の
「
藩
屬
」
を
侵
さ
れ
た
「
国
辱
」
意
識
や
そ
れ
を
武
力
で
雪
ぐ
こ
と
も
知
ら
ぬ
清
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
言
壮
語
だ
け
は
見
せ

る
尊
大
な
清
で
あ
る

(

�)

。
こ
う
し
た
清
認
識
が
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
う
小
国
の
「
屈
辱
」
へ
の
同
情
、
ま
た
ア
ジ
ア
の
大
国
・
清
の
体
た

ら
く
が
「
泰
西
ノ
雄
國
」
に
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
「
東
洋
ノ
侮
」
へ
の
懼
れ
、
列
強
へ
の
警
戒
心
（
列
強
脅
威
論
）
に
も
支
え
ら
れ

て
、
こ
の
時
期
の
清
批
判
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
の
社
説
は
こ
の
段
階
の
『
自
由
新
聞
』
清
仏
論
の
集
大

成
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
こ
う
し
た
清
批
判
は
、『
自
由
新
聞
』
上
に
展
開
さ
れ
て
い
た
政
治
主
体
論
・｢

志
士
仁
人
」
論
と
も
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
一
八
八
三
年
八
月
は
、「
志
士
仁
人
論
」
の
一
つ
の
ピ
ー
ク
で
あ
り
、
人
民
の
自
由
・
立
憲
政
体
樹
立
と
い
う
公
益
の
た

め
に
死
を
も
辞
さ
ぬ
道
義
心
を
身
に
つ
け
実
践
し
、
そ
の
実
践
を
通
じ
て
広
範
な
人
々
に
感
動
を
与
え
訴
え
か
け
る
「
志
士
仁
人
」

が
養
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
議
論
が
登
場
し
た
時
期
で
あ
っ
た

(

�)
。
こ
う
し
た
政
治
主
体
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
、
こ
の
時
期
『
自

由
新
聞
』
が
描
き
出
し
た
清
国
の
姿
は
ま
さ
に
正
反
対
の
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
反
面
教
師
の
意
味
を
も
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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ま
た
、
小
国
を
救
済
す
る
「
条
理
」
の
視
点
や
そ
の
「
屈
辱
」
へ
の
同
情
、
東
洋
に
対
す
る
西
欧
列
強
の
脅
威
論
は
、
ア
ジ
ア
人

を
軽
ん
じ
「
陵
虐
」
す
る
欧
州
人
へ
の
批
判
を
も
た
ら
し
た
。
九
月
中
旬
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
九
回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
イ
ン

ド
論

(

�)
は
、「
歐
人
ガ
一
體
ニ
我
ガ
亜
細
亜
人
ヲ
輕
ん
ズ
ル
ニ
慣
レ
タ
ル
�
ハ
已
ニ
久
ク
…
…
（
中
略
）
其
ノ
政
府
ト
政
府
及
ビ
人
民

ト
人
民
ト
ノ
交
際
ニ
於
ケ
ル
モ
彼
レ
啻
ニ
敵
等
ノ
禮
ヲ
以
テ
相
待
タ
ザ
ル
而
巳
ナ
ラ
ズ
殆
ン
ド
人
類
以
下
ニ
於
ケ
ル
ガ
若
ク
ス
ル
者

ナ
カ
ラ
ズ
」
と
の
欧
州
観
に
立
っ
て
仏
の
ベ
ト
ナ
ム
侵
攻
を
批
判
し
、
ベ
ト
ナ
ム
の
将
来
を
、
英
に
よ
る
イ
ン
ド
支
配
の
実
態
に
み

よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
小
国
の
集
う
ア
ジ
ア
と
、
こ
れ
を
蔑
視
し
力
で
支
配
す
る
西
欧
と
い
う
見
方
が
強
め
ら
れ

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
、
清
も
ま
た
「
國
辱
」
を
知
る
ゆ
え
武
力
行
使
に
よ
る
雪
辱
を
選
ぶ
と
い
う
見
方
が
表
立
っ
て

行
動
し
な
い
清
の
姿
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
小
国
に
対
す
る
「
条
理
」
ば
か
り
か
自
ら
の
「
國
辱
」
も
知
ら
ず
、
雪
辱
や
「
条
理
」

を
実
現
す
る
行
動
に
も
ふ
み
こ
ま
な
い
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
藩
属
」
論
を
も
と
に
言
葉
だ
け
は
大
き
な
こ
と
を
い
う
傲
慢

な
清
と
い
う
見
方
が
形
成
さ
れ
始
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
清
国
が
武
力
の
点
で
も
士
気
の
点
で
も
仏
に
は
勝
て
ず
、
そ
の
姿
勢
が
西

欧
列
強
の
東
洋
に
対
す
る
侮
蔑
を
も
た
ら
す
こ
と
で
、
東
洋
全
体
の
危
機
を
も
た
ら
す
と
い
う
見
方
に
つ
な
が
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
姿
勢
・
行
動
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
や
日
本
に
止
ま
ら
ぬ
東
洋
全
体
の
危
機
を
も
た
ら
す
清
へ
の
批
判
が
こ
こ
に

成
立
し
、
清
國
脅
威
論
は
列
強
脅
威
論
へ
と
転
換
す
る
。

こ
の
列
強
脅
威
論
は
、
も
は
や
日
本
へ
の
直
接
侵
攻
で
は
な
い
点
に
お
い
て
清
国
脅
威
論
に
比
べ
れ
ば
切
迫
性
に
劣
り
、
ま
た
西

欧
列
強
批
判
を
伴
う
ゆ
え
に
、
小
国
の
「
条
理
」
が
再
浮
上
す
る
余
地
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
こ
の
「
条
理
」
に
基
く
列
強
認
識
、

す
な
わ
ち
東
洋
の
小
国
（
日
本
を
含
む
）
を
虐
げ
る
西
欧
列
強
と
い
う
認
識
・
批
判
は
、
西
欧
に
対
す
る
東
洋
と
い
う
見
方
を
強
め
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る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
以
上
の
清
・
列
強
批
判
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
国
家
の
行
動
を
「
國
辱
」
意
識
（
そ
の
雪
辱
は
武
力
行
使
と
直
結
し
て
い

る
の
だ
が
）
に
基
い
て
評
価
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
こ
の
点
は
六
・
七
月
段
階
の
清
国
脅
威
論
か
ら
一
貫
し
て
い
る
。
ま
た
強
国
が
力

で
弱
国
・
小
国
を
虐
げ
る
べ
き
で
は
な
く
む
し
ろ
救
済
す
べ
し
と
い
う
道
義
的
立
場
（｢

条
理｣

）
に
つ
い
て
は
、「
条
理
」
と
い
う

基
本
的
な
立
場
・
価
値
観
に
即
し
つ
つ
「
國
辱
」
を
雪
ぐ
こ
と
を
よ
し
と
す
る
壬
午
事
変
期
の
小
国
論
的
な
価
値
観
の
復
活
だ
ろ
う
。

た
だ
し
こ
の
時
期
の
「
条
理
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
強
国
の
力
に
対
抗
で
き
な
い
と
い
う
現
実
認
識
を
先
の
清
国
脅
威
論
か
ら
継
承

し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
軍
備
拡
大
論
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

（
３
）
清
国
脅
威
論
の
展
開

こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
『
自
由
新
聞
』
は
、
従
来
か
ら
み
ら
れ
た
小
国
と
し
て
の
自
己
認
識
や
侵
略
者
と
し
て
の
西
欧
認
識
、

さ
ら
に
「
國
辱
」
意
識
と
そ
の
雪
辱
の
姿
勢
の
有
無
に
よ
っ
て
国
家
の
対
外
行
動
を
評
価
す
る
こ
と
で
は
一
貫
し
て
い
る
が
、
六
・

七
月
段
階
の
清
国
脅
威
論
か
ら
八
・
九
月
段
階
の
列
強
脅
威
論
へ
の
展
開
は
、
現
実
の
清
の
姿
勢
・
行
動
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
観
点

に
基
く
清
認
識
、
清
国
へ
の
評
価
が
転
換
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
清
国
に
よ
る
直
接
侵
攻
の
脅

威
が
後
退
し
、
西
欧
列
強
の
脅
威
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
清
国
脅
威
論
で
は
影
を
潜
め
て
い
た
小
国
的
な
価
値
基
準
「
条
理
」

が
再
浮
上
。
こ
れ
に
基
き
、
さ
ら
な
る
清
批
判
だ
け
で
な
く
西
欧
批
判
、
ひ
い
て
は
西
欧
対
東
洋
と
い
う
図
式
も
表
面
化
す
る
の
で

あ
る
。
た
だ
し
前
述
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
転
換
の
中
で
も
小
国
に
配
慮
す
る
「
条
理
」
の
地
位
は
確
実
に
低
下
し
て
い
た

(

�)

。
そ
れ

は
現
実
の
国
家
行
為
（
特
に
西
欧
列
強
の
行
動
）
を
評
価
す
る
道
徳
的
基
準
た
り
え
て
も
、
も
は
や
現
実
世
界
の
紛
争
に
対
処
す
る
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に
十
分
な
行
動
基
準
で
は
な
く
、
慨
嘆
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
理
想
へ
と
格
下
げ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

清
仏
対
立
を
め
ぐ
る
『
自
由
新
聞
』
の
「
語
り
」
が
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
ゆ
く
え
は
、「
國
辱
」

を
雪
ぐ
と
い
う
点
で
現
実
の
清
が
ど
う
行
動
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

実
際
、
一
〇
月
か
ら
翌
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
二
月
に
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
國
辱
」
意
識
に
基
く
清
批
判
と
列
強
脅
威

論
は
、
清
に
対
す
る
評
価
を
軸
に
再
度
、
清
国
脅
威
論
へ
と
転
換
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
や
は
り
こ
の
間
の
清

の
動
き
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

八
月
末
の
フ
エ
条
約
以
降
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
で
は
仏
軍
の
攻
勢
が
続
く
が
、
清
は
交
渉
に
お
い
て
妥
協
せ
ず
派
兵
も
続
け
る
。
一

一
月
下
旬
か
ら
一
二
月
中
旬
に
か
け
て
は
黒
旗
軍
を
主
力
と
し
た
清
軍
と
仏
軍
の
間
で
激
戦
が
な
さ
れ
、
ソ
ン
タ
イ
（
山
西
）
が
陥

落
。
し
か
し
そ
の
後
も
清
は
抵
抗
し
、
そ
れ
は
翌
年
三
月
の
バ
ク
ニ
ン
（
北
寧
）
陥
落
ま
で
続
い
た

(

�)

。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て

『
自
由
新
聞
』
で
は
、
九
月
末
以
降
、
仏
軍
の
増
派
と
と
も
に
そ
の
劣
勢
を
伝
え
る
記
事
も
増
え

(

�)

、
清
の
曽
紀
沢
公
使
が
「
手
強
き
」

要
求
で
仏
の
申
し
出
を
拒
絶
し
た
こ
と
や
和
平
交
渉
の
決
裂

(

�)

、
仏
の
国
際
的
孤
立
や
各
国
へ
仏
の
不
法
を
訴
え
る
清
の
行
動

(

�)

、
ま
た

仏
の
外
交
政
略
批
判

(

�)

、
清
の
戦
意

(

�)

な
ど
に
つ
い
て
報
道
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
『
自
由
新
聞
』
の
清
認
識
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
ま
ず
示
さ
れ
る
の
は
兵
勢
著
し
い
清
の
姿
で

あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
社
説
「
清
國
兵
勢｣
（
一
八
八
三
年
一
〇
月
一
六
・
一
七
・
一
九
・
二
〇
・
二
一
・
二
三

―
二
五
日
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
夫
レ
清
國
ガ
近
年
頗
ル
其
ノ
兵
備
ヲ
修
ム
ル
ハ
東
西
各
國
ノ
尤
モ
注
視
ス
ル
所
ロ
ニ
シ

テ
…
…
（
略
）
明
治
十
三
年
伊
犂
ノ
事
件
殆
ン
ド
將
ニ
露
西
亜
ト
難
ヲ
搆
ン
ト
シ
大
ニ
艦
船
銃
砲
ヲ
整
へ
兵
ヲ
募
リ
軍
ヲ
練
リ
シ
ヨ

リ
俄
ニ
其
ノ
兵
力
上
□
變
ノ
勢
ヲ
見
ハ
シ
歐
洲
雄
國
ヲ
シ
テ
尚
且
ツ
稍
々
望
ン
デ
之
ヲ
憚
ル
ノ
心
ヲ
生
ゼ
シ
メ
即
チ
此
度
安
南
ノ
事
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件
ノ
如
キ
モ
能
ク
佛
人
ヲ
シ
テ
遽
ニ
其
ノ
驕
矜
陵
悔
ヲ
縦
ニ
ス
ル
�
ヲ
得
ザ
ラ
シ
メ
タ
リ

(

�)｣

。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
社
説
は
清

の
日
本
に
対
す
る
脅
威
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
清
が
日
本
を
含
む
外
国
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
辱
」
に
対
し
て
軍
備
強
化
を
進
め

て
き
た
こ
と
は
六
・
七
月
の
清
国
脅
威
論
で
も
取
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
イ
リ
紛
争
を
引
き
合
い
に
出
し
て
昔
の
清
で
は
な
い
と
す
る

語
り
方
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
は
、
清
の
軍
備
に
つ
い
て
「
東
西
各
國
ノ
尤
モ
注
視
ス
ル
所
ロ
」
で
「
歐
洲
雄
國
ヲ

シ
テ
尚
且
ツ
稍
々
望
ン
デ
之
ヲ
憚
ル
ノ
心
ヲ
生
ゼ
シ
メ｣

、
さ
ら
に
は
「
此
度
安
南
ノ
事
件
ノ
如
キ
モ
能
ク
佛
人
ヲ
シ
テ
遽
ニ
其
ノ

驕
矜
陵
悔
ヲ
縦
ニ
ス
ル
�
ヲ
得
ザ
ラ
シ
メ
タ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
自
由
新
聞
』
は
、
ベ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
り
清

が
仏
に
対
抗
し
て
き
た
実
績
を
前
に
清
国
を
、「
歐
洲
雄
國
」
に
も
認
め
ら
れ
「
憚
」
ら
れ
、
仏
の
「
驕
矜
陵
悔
」
を
防
ぐ
も
の
と

評
価
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
列
強
の
「
外
悔
」
を
兵
力
に
よ
っ
て
は
ね
か
え
し
た
清
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

こ
う
し
て
外
国
の
「
悔
」
に
対
し
雪
辱
を
は
か
る
清
の
姿
は
、
前
述
し
た
清
の
仏
に
対
す
る
「
手
強
き
」
姿
勢
や
清
に
戦
意
あ
り

と
の
報
道
を
通
じ
て
強
調
さ
れ
て
い
く
。
社
説
と
し
て
も
、「
清
廷
ノ
廻
状｣

（
一
八
八
三
年
一
一
月
二
五
日
）
が
、
各
国
政
府
に
発

し
た
回
状
の
中
で
清
国
が
「
安
南
ニ
於
ケ
ル
ノ
主
權
」
を
主
張
し
、「
順
化
府
ノ
條
約
ノ
如
キ
全
ク
清
國
ノ
主
權
ヲ
蔑
如
シ
タ
ル
者

ナ
リ
ト
公
告
」
し
た
こ
と
、
ま
た
「
若
シ
佛
國
猶
ホ
其
ノ
不
法
ノ
侵
略
ヲ
東
京
地
方
ノ
清
國
領
地
（
ホ
ン
コ
イ
河
三
角
州
の
北
部
を

指
す

高
島
）
ニ
加
フ
ル
�
ア
ラ
バ
兵
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
抗
拒
ス
」
と
宣
言
し
た
こ
と
な
ど
を
伝
え
て
い
る

(

�)

。
ま
た
、
こ
の
間
の
清

の
交
渉
技
術
や
姿
勢
に
つ
い
て
は
、「
其
ノ
従
前
優
游
不
斷
ノ
陋
習
ヲ
襲
ハ
ズ
會
公
使
ヲ
英
佛
ノ
間
ニ
駐
剳
シ
テ
略
々
歐
洲
外
交
ノ

訣
ヲ
學
ビ
佛
國
政
府
ノ
方
ニ
歐
洲
雄
國
ノ
間
ニ
孤
立
ス
ル
ニ
乗
ジ
テ
其
ノ
申
分
ヲ
張
ル
�
中
々
強
ク
復
タ
昔
日
ノ
清
國
ニ
非
ラ
ザ
ル

ノ
勢
ヲ
見
ハ
シ
タ
ル
程
ナ
レ
バ
若
シ
其
ノ
萬
一
ニ
シ
テ
戰
ヲ
開
ク
ニ
至
ル
モ
昔
日
英
師
ト
合
縦
シ
一
擧
シ
テ
北
京
ヲ
陥
レ
タ
ル
ガ
如

キ
ノ
捷
ハ
迚
モ
容
易
ニ
之
ヲ
期
ス
ル
�
ヲ
得
ズ
天
晴
レ
一
個
ノ
堂
々
タ
ル
雄
國
ト
□
ヲ
搆
フ
ル
者
ナ
リ
ト
覺
悟
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ

(

�)

」
と
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い
っ
た
認
識
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
清
が
「
斷
然
ト
シ
テ
議
ヲ
决
シ
タ
ル
�
殆
ン
ト
前
年
露
國
ト
伊
犂
ヲ
争
フ
タ
ル
ノ
日
ニ
倍
ス
ル

者
ア
リ｣

「
是
レ
猶
ホ
清
國
元
氣
ノ
未
ダ
亡
ビ
ザ
ル
ノ
一
片
ノ
精
神
ト
ス
」
と
評
価
し
た
上
で
、
こ
れ
も
「
佛
人
ノ
清
國
ヲ
陵
悔
ス

ル
ノ
甚
キ
遂
ニ
其
ノ
朝
野
ノ
間
咸
ナ
同
仇
敵
愾
ノ
思
ヲ
懐
カ
シ
ム
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ナ
リ
能
ク
此
ノ
事
情
ヲ
審
ニ
ス
レ
バ
亦
タ
清
廷
决

意
ノ
誠
ニ
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
所
以
ン
ヲ
察
ス
ル
ニ
足
ラ
ン
」
と
し
、
清
の
「
元
氣
」
や
、
戦
い
止
む
な
し
と
の
「
清
廷
决
意
」
に
共
感

を
示
す
社
説

(

�)

な
ど
も
み
ら
れ
た
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
清
に
対
す
る
見
方
は
、
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
東
ア
ジ
ア
で
日
本
と
競
合
す
る
国
家
と
し
て
の
清
認
識
を
も

た
ら
す
。「
今
日
東
洋
ノ
大
勢
ニ
於
テ
兩
國
ハ
實
ニ
一
種
競
争
ノ
地
位
ニ
立
ツ
者

(

�)｣

、
あ
る
い
は
日
本
は
清
と
刺
激
し
あ
っ
て
「
彼
レ

ト
相
競
争
ス
ル
所
以
ノ
道
ヲ
謀
」
る
べ
き
と
い
う
主
張

(

�)

が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

軍
事
力
を
背
景
に
仏
に
対
し
て
毅
然
と
し
た
態
度
を
示
し
、
実
際
に
「
陵
悔
」
を
防
ぐ
に
至
っ
た
清
と
い
う
描
き
方
に
示
さ
れ
て

い
る
の
は
、
ま
さ
に
「
國
辱
」
を
知
る
清
認
識
の
復
活
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
清
は
、「
國
辱
」
意
識
の
も
と
「
陵
悔
」
を
雪
ぐ

べ
く
列
強
に
抵
抗
す
る
存
在
と
し
て
、
あ
る
種
の
共
感
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
東
洋
に
お
け
る
日
本
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て

の
清
認
識
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
に
お
い
て
、
六
・
七
月
段
階
の
清
認
識
（
軍
備
拡
大
を
背
景
に
日
本
を
蔑
視
す
る
に
至
り
、
日
本

に
対
し
「
國
辱
」
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
清
と
い
う
見
方
）
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
清
の
兵
備
も
、
日
本
に
対
す
る
脅
威
を
も
た

ら
す
も
の
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
清
の
「
元
氣
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
新
し
い
清
認

識
の
根
底
に
見
え
隠
れ
す
る
、
東
洋
の
小
国
を
侮
り
虐
げ
る
西
欧
列
強
批
判
は
、
む
し
ろ
先
の
列
強
脅
威
論
に
通
ず
る
西
欧
認
識
だ

と
い
え
よ
う
。
西
欧
列
強
に
よ
る
、
清
を
は
じ
め
と
し
た
東
洋
人
の
弱
小
を
侮
る
態
度
へ
の
批
判
は
、「
強
國
ノ
無
理｣

（
一
八
八
三

年
一
二
月
一
九
日)

、「
英
韓
条
約｣

（
一
八
八
三
年
一
二
月
二
一
・
二
二
日

(

�)

）
に
も
示
さ
れ
て
お
り
、「
条
理
」
を
表
面
に
出
さ
な
い
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ま
で
も
東
洋
の
小
国
を
虐
げ
る
西
欧
列
強
と
い
う
認
識
・
批
判
は
、
こ
の
時
期
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)

。

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
時
期
の
議
論
が
清
国
脅
威
論
の
枠
を
こ
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
先
の
「
清
國
兵
勢
」
で
は
、

軍
備
に
著
し
い
進
歩
を
と
げ
つ
つ
あ
る
清
、
そ
れ
ま
で
は
「
臺
灣
征
蕃
ノ
役
ニ
震
恐
シ
タ
ル
程
」
な
の
に
「
僅
々
八
九
年
ノ
後
乃
チ

能
ク
敢
テ
佛
國
ト
安
南
統
治
ノ
權
ヲ
争
フ
ノ
力
ヲ
生
ジ
」
た
清
が
、「
兩
三
年
ノ
中
必
ラ
ズ
能
自
ラ
東
洋
ノ
問
題
ニ
主
タ
ル
ノ
覇
國

タ
ル
可
シ
」
と
い
う
見
通
し
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
た
だ
で
さ
え
日
本
に
比
べ
土
地
人
口
・
貿
易
・
財
力
が
大
き
い
清
国
が
「
若

シ
遂
ニ
并
セ
テ
其
ノ
兵
力
ヲ
強
テ
以
テ
敢
テ
我
ニ
駕
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ガ
如
キ
者
ア
ラ
バ
我
ガ
國
人
ハ
復
將
ニ
何
ヲ
以
テ
能
ク
我
ガ
日

本
帝
國
ノ
光
寵
ヲ
東
洋
ノ
表
ニ
保
タ
ン
ト
ス
ル
歟
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
「
我
ガ
國
人
ハ
今
日
ニ
至
テ
モ
清
國
ノ
勢
ヲ
察
セ
ザ

ル
者
猶
ホ
多
ク
動
モ
ス
レ
バ
従
前
歐
人
ノ
口
氣
ニ
擬
シ
テ
彼
レ
ヲ
輕
侮
シ
タ
ル
ノ
心
ニ
慣
レ
輙
チ
曰
ク
清
國
ハ
終
ニ
能
ク
爲
ル
�
無

キ
ノ
ミ
ト
」
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
「
明
治
十
三
年
清
國
ガ
露
西
亜
ト
談
判
シ
テ
伊
犂
ノ
地
ヲ
復
シ
若
ク
ハ
今
日
佛
國
政
府
ト

談
判
シ
テ
安
南
ノ
事
件
ヲ
争
フ
ガ
如
キ
我
國
ノ
能
ク
遽
ニ
爲
ス
�
ヲ
得
ル
所
ロ
ナ
ル
乎

(

�)｣

。
こ
の
よ
う
に
社
説
子
は
、
現
実
の
清
の

姿
か
ら
従
来
の
日
本
人
の
清
認
識
を
批
判
し
た
上
で
、
清
国
の
兵
備
が
日
本
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
こ
で
語

ら
れ
て
い
る
の
は
、
従
来
の
清
国
認
識
・
清
国
脅
威
論
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
い
、
清
を
「
軽
侮
」
す
る
日
本
の
清
認
識
を
転
換
す
る

必
要
で
あ
る
。
清
の
兵
備
が
日
本
の
脅
威
に
な
る
の
は
、「
一
旦
其
ノ
安
南
ノ
事
件
収
結
ス
ル
ノ
日
ハ
…
…
（
略
）
日
清
ノ
關
係
乃

チ
迫
ル
」
か
ら
と
い
う
主
張
も

(

�)

、
清
国
脅
威
論
そ
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
右
の
社
説
は
、「
臺
灣
征
蕃
ノ
役
ニ
震
恐
シ
タ
ル
程
」
と
い
う
清
の
記
憶
に
基
き
「
彼
レ
ヲ
輕
侮
シ
タ
ル
ノ
心
」
も
巷
間
に

は
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
い
数
ヶ
月
前
に
は
、「
國
辱
」
も
「
条
理
」
も
知
ら
ぬ
尊
大
な
清
の
姿
を
み
て
い
た
の
だ
か

ら
当
然
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
清
が
今
や
兵
力
で
日
本
を
凌
駕
せ
ん
と
し
て
い
る
。「
五
六
年
ノ
前
マ
デ
ハ
我
ガ
軽
侮
ヲ
受
ケ
我
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カ
挑
撥
ヲ
忍
ン
テ
纔
ニ
無
事
ヲ
以
テ
幸
ト
爲
シ
タ
ル
所
ロ
ノ
清
國
ニ
シ
テ
今
日
ニ
テ
ハ
却
テ
我
上
ニ
臨
マ
ン
ト
欲
シ
我
ガ
國
人
ハ
却

テ
惴
々
焉
ト
シ
テ
清
國
ノ
將
ニ
我
レ
ニ
事
ア
ラ
ン
ト
ス
ル
ヲ
恐
ル
ニ
至
リ
兩
國
ノ
位
地
ハ
全
ク
�
倒
シ
タ
リ｣

。
清
仏
の
対
立
も

「
清
國
ガ
覇
ヲ
東
洋
ニ
成
ス
」
機
会
た
り
得
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
「
若
シ
我
ガ
國
人
ニ
シ
テ
能
ク
清
國
ノ
下
風

ニ
立
ツ
ノ
辱
ヲ
知
リ
テ
大
ニ
東
洋
ノ
表
ニ
爲
ス
�
有
ル
ノ
志
ア
ラ
シ
メ
ン
ニ
ハ
」
何
か
手
を
打
た
ね
ば
な
ら
な
い

(

�)

。
ま
た
「
今
ヤ
清

國
ハ
動
モ
ス
レ
バ
其
ノ
銃
砲
船
艦
ノ
稍
々
備
リ
タ
ル
ヲ
恃
ミ
テ
將
ニ
我
レ
ニ
傲
リ
我
レ
ニ
加
ヘ
ン
ト
ス
ル
ノ
心
」
あ
り
、「
辱
」
を

受
け
ぬ
よ
う
対
応
せ
ね
ば
な
ら
な
い

(

�)

こ
う
し
た
主
張
に
は
、
清
を
「
輕
侮
シ
タ
ル
ノ
心
」
が
、
清
の
日
本
に
対
す
る
軍
事
的
優

越
と
い
う
現
実
を
前
に
動
揺
す
る
も
の
の
、
や
は
り
「
清
國
ノ
下
風
ニ
立
ツ
」
こ
と
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
「
辱
」
と
し
て

と
ら
え
る
見
方
、
あ
る
い
は
動
も
す
れ
ば
兵
力
を
頼
み
「
東
洋
」
の
「
覇
國
」
と
し
て
傲
慢
に
な
っ
て
日
本
を
侮
ら
ん
と
す
る
清
と

い
う
見
方
が
み
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
議
論
は
基
本
的
に
清
国
脅
威
論
の
枠
内
に
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
三
つ
の
清
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
軍
備
拡
大
を
背
景
と
し
て
交
渉
の
中
で
「
國
辱
」
を
雪
ぐ
断
固
た
る
意
思
を
示
し
た
こ
と
へ
の
共
感
を
以
て
清
を
東
洋
に
お

け
る
日
本
の
ラ
イ
バ
ル
と
み
な
す
新
た
な
清
認
識
。
ま
た
、
昔
は
日
本
よ
り
下
位
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
や
仏
と
の
対
立

に
乗
じ
て
東
洋
の
主
導
権
を
掌
握
す
る
可
能
性
を
も
ち
、
日
本
を
兵
力
で
凌
駕
し
て
侮
ら
ん
と
し
て
い
る
傲
慢
な
清
認
識
。
そ
し
て
、

「
東
洋
ノ
問
題
ニ
主
タ
ル
ノ
覇
國
」
と
し
て
、
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
も
「
國
辱
」
を
晴
ら
す
べ
く
日
本
に
立
ち
向
か
っ
て
く
る
清
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
。

第
一
の
清
認
識
、
ま
た
こ
れ
ら
三
様
の
清
認
識
が
同
居
す
る
点
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の
清
国
脅
威
論
は
従
来
の
そ
れ
と
は
異
な

っ
て
い
る
が
、
第
一
・
二
の
清
国
認
識
は
い
ず
れ
も
、「
國
辱
」
意
識
か
ら
清
を
日
本
に
対
す
る
脅
威
と
み
な
す
第
三
の
認
識
へ
と
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結
び
つ
い
て
い
る
。
軍
事
力
を
背
景
と
し
た
清
の
行
動
は
、
西
欧
列
強
に
向
け
ら
れ
れ
ば
「
外
侮
」
を
雪
ぐ
行
為
と
し
て
評
価
の
対

象
と
な
り
、
日
本
に
向
け
ら
れ
れ
ば
、
日
本
を
軽
ん
ず
る
傲
慢
な
姿
勢
と
し
て
批
判
の
対
象
と
も
な
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
、
日
本
に
対
す
る
清
国
の
脅
威
を
認
め
る
議
論
へ
と
収
斂
し
、
清
国
脅
威
論
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
強
大
な
軍
事
力
を
背
景
に
仏
と
対
峙
す
る
新
た
な
清
が
、「
東
洋
ノ
問
題
ニ
主
タ
ル
ノ
覇
國
」
と
し
て
日
本
に
対
し
て

よ
り
大
き
な
脅
威
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
清
仏
の
開
戦
も
さ
ら
に
切
迫
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
、『
自
由
新
聞
』
は

再
び
兵
力
に
依
存
す
る
議
論
へ
と
大
き
く
傾
く
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
兵
力
こ
そ
「
外
侮
」
を
雪
ぐ
も
の
、
防
ぐ
も
の
と
い
う
認
識
が
、
こ
の
時
期
に
定
着
し
て
い
く
こ
と
で
あ

る
。「
外
悔
ヲ
未
然
ニ
消
シ
金
甌
ノ
無
缺
ヲ
保
タ
ン
ト
欲
ス
レ
バ
必
ラ
ズ
兵
ヲ
論
ゼ
ザ
ル
�
ヲ
得
ズ
」
と
い
う
一
節

(

�)

が
、
そ
れ
を
よ

く
示
し
て
い
る

(

�)

。
ま
た
「
一
國
ノ
自
主｣
（
一
八
八
三
年
一
一
月
二
七
・
二
八
日
）
は
不
平
等
条
約
問
題
を
と
り
あ
げ
、
日
本
に
よ

る
条
約
締
結
が
、
西
欧
人
の
経
験
豊
富
さ
や
学
識
の
長
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、「
只
其
ノ
海
陸
軍
ノ
盛
ン
ナ
ル
大
砲
巨
艦
ノ
威
我

レ
ヲ
恫
喝
シ
テ
之
ヲ
立
テ
」
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、「
今
日
ニ
至
ル
モ
彼
我
ノ
兵
力
ヲ
計
較
シ
テ
其
ノ
相
敵
セ
ザ
ル
ヲ
恐
レ
羞

ヲ
含
ミ
垢
ヲ
忍
ン
デ
之
ヲ
循
守
ス
ル
ト
云
フ
ニ
過
ギ
ザ
ル
ノ
ミ
」
と
す
る
。
不
平
等
条
約
と
い
う
「
外
辱
」
が
維
持
さ
れ
て
き
た
の

は
、
日
本
国
民
が
西
欧
と
自
国
の
兵
力
を
比
較
し
て
勝
て
な
い
と
判
断
し
そ
れ
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。「
我
ガ
國
人
ハ

漸
ク
外
辱
ニ
慣
レ｣

、
こ
う
し
た
意
識
は
今
に
至
る
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
や
日
本
は
「
歐
米
諸
雄
國
」
と
、「
日
ニ
振
ヒ

月
ニ
作
リ
テ
東
洋
ニ
覇
タ
ラ
ン
」
と
す
る
清
国
と
い
う
「
東
西
雄
国
ノ
間
ニ
輕
ン
ゼ
ラ
レ
テ
遂
ニ
我
ガ
國
人
ヲ
シ
テ
將
ニ
我
ガ
帝
國

ノ
尊
ヲ
自
暴
自
棄
ス
ル
ノ
太
甚
キ
ニ
陷
ラ
ン
ト
」
し
て
い
る
。
そ
し
て
事
こ
こ
に
至
っ
た
の
も
「
唯
我
國
ノ
大
砲
巨
艦
一
切
ノ
軍
備

ヲ
欠
イ
デ
彼
レ
ノ
兵
力
ノ
強
ニ
恫
喝
セ
ラ
ル
ヽ
所
ロ
ア
ル
ニ
由
ル
ノ
ミ
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
説
子
は
述
べ
、
不
平
等
条
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約
と
い
う
「
外
辱
」
に
慣
れ
、
雪
辱
す
る
こ
と
を
忘
れ
た
日
本
人
の
意
識
が
こ
の
条
約
を
存
続
さ
せ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
西
欧
諸
国
と

清
と
い
う
「
東
西
雄
国
」
の
軽
侮
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
そ
う
し
た
日
本
人
の
意
識
は
、
日
本
の
兵
力
が
「
東
西
雄
国
」

に
及
ば
ず
、
そ
の
「
恫
喝
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
兵
力
の
劣
勢
こ
そ
が

「
外
辱
」
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
日
本
が
「
外
辱
」
を
雪
ぐ
道
は
兵
力
を
充
実
す
る
こ
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

「
我
ガ
帝
國
ノ
自
主
ヲ
保
チ
我
ガ
人
民
ノ
自
由
ヲ
張
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
應
ニ
其
ノ
自
由
ヲ
主
張
ス
ル
ト
倶
ニ
大
ニ
我
ガ
兵
備
ヲ
修

メ
我
國
勢
ヲ
張
ル
ノ
道
ヲ
謀
ラ
ザ
ル
可
ラ
ズ｣

、「
若
シ
然
ラ
ズ
徒
ラ
ニ
其
ノ
權
理
自
由
ヲ
喋
々
シ
テ
曾
テ
我
ガ
兵
備
ノ
修
リ
國
勢
ノ

張
ル
ト
否
ト
ヲ
憂
ヘ
ザ
ル
者
ハ
是
レ
所
謂
健
訟
者
流
ノ
ミ
豈
眞
ニ
其
ノ
自
由
ヲ
愛
ス
ル
ノ
士
ト
謂
フ
可
ン
哉｣

。
こ
れ
が
本
社
説
の

結
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
國
辱
」
の
雪
辱
と
兵
力
の
整
備
す
な
わ
ち
武
力
行
使
が
直
結
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。こ

の
時
期
に
は
、「
外
悔
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
國
辱
」
は
兵
力
・
武
力
行
使
に
よ
っ
て
の
み
解
消
さ
れ
る
と
い
う
兵
力

主
義
・
軍
備
拡
大
論
が
、「
權
理
自
由
」
の
主
張
よ
り
も
優
越
的
な
地
位
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

(

�)

。

以
上
の
よ
う
に
、
一
八
八
三
年
六
月
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て
『
自
由
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
清
仏
論
は
、
清
国
脅
威
論
か
ら
列

強
脅
威
論
、
さ
ら
に
清
国
脅
威
論
へ
と
展
開
し
た
。
つ
ま
り
比
重
は
清
国
脅
威
論
に
あ
り
、
具
体
的
な
戦
略
と
し
て
は
、
戦
争
回
避

を
願
い
つ
つ
も
兵
備
中
立
論
が
主
張
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
主
張
の
変
遷
は
、
現
実
の
清
国
が
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
示
す
抵
抗
の
姿
勢
や
戦
意
に
即
し
て
『
自
由
新
聞
』
の
対
清
認

識
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
清
国
脅
威
論
は
基
本
的
に
、
軍
事
力
拡
大
を
背
景
に
日
本
を
軽
視
す
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る
傲
慢
な
清
が
、
清
仏
紛
争
が
お
わ
り
次
第
、
ベ
ト
ナ
ム
同
様
、
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
被
っ
て
き
た
「
國
辱
」
を
晴
ら

す
べ
く
日
本
に
武
力
で
立
ち
向
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
清
認
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
一
〇
月
以
降
は
、
仏
に
対
し

「
國
辱
」
を
雪
が
ん
と
す
る
姿
勢
へ
の
共
感
を
通
じ
て
清
を
東
洋
に
お
け
る
日
本
の
ラ
イ
バ
ル
と
す
る
見
方
も
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。

他
方
で
列
強
脅
威
論
は
、
小
国
に
関
し
て
は
藩
属
論
を
掲
げ
る
が
、
強
大
な
軍
備
を
も
ち
な
が
ら
実
際
に
は
小
国
を
救
済
す
る
こ
と

も
自
ら
の
「
國
辱
」
を
雪
ぐ
こ
と
も
な
い
そ
の
傲
慢
さ
で
、
西
欧
列
強
か
ら
さ
ら
な
る
侮
り
を
う
け
る
清
と
い
う
見
方
に
支
え
ら
れ

て
い
た
。
軍
事
力
を
盾
と
し
た
傲
慢
な
清
と
い
う
見
方
は
共
有
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
清
に
対
す
る
評
価
は
一
方
で
は
脅
威
で
あ
り

共
感
の
対
象
、
他
方
で
は
蔑
視
の
対
象
、
と
分
か
れ
る
。
こ
の
時
期
の
主
張
は
ま
さ
に
対
清
認
識
を
機
軸
に
動
い
て
お
り
清
仏
論
と

い
う
よ
り
は
清
国
論
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
清
認
識
自
体
は
、
対
清
脅
威
感
と
い
う
に
止
ま
ら
な
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る

(

�)

。
実
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
脅
威
論
、
清
認
識
を
分
け
て
い
た
の
は
、
清
が
日
本
あ
る
い
は
西
欧
に
対
し
「
國
辱
」
意
識
を
も
ち
、
そ

れ
を
雪
ぐ
べ
く
行
動
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。「
國
辱
」
を
知
る
も
そ
れ
が
日
本
に
向
け
ら
れ
れ
ば
脅
威
と
な
り
、
列

強
に
向
け
ら
れ
れ
ば
共
感
に
も
な
る
。
し
か
し
「
國
辱
」
を
知
ら
ね
ば
蔑
視
の
対
象
と
な
り
、
代
わ
り
に
列
強
が
脅
威
と
し
て
浮
上

す
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
の
清
仏
論
は
、
現
実
の
清
国
の
姿
勢
・
行
動
の
あ
り
方
に
応
じ
て
そ
の
清
認
識
や
脅
威
の
主
体
を
変
化
さ

せ
る
も
の
の
、
国
際
問
題
を
「
國
辱
」
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
国
家
行
動
を
「
國
辱
」
意
識
と
そ
の
雪
辱
の
姿
勢
の
有
無
に
よ
っ
て

評
価
す
る
姿
勢
、
す
な
わ
ち
対
外
認
識
を
「
國
辱
」
意
識
に
基
い
て
形
成
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
壬
午
事
変
期
以
降
の
そ
れ
を
維

持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
清
仏
開
戦
の
可
能
性
、
ひ
い
て
は
清
に
よ
る
日
本
へ
の
武
力
行
使
や
ベ
ト
ナ
ム
に
類
す
る
列
強
の
東
ア
ジ
ア
侵
略
へ
の
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脅
威
感
が
高
ま
れ
ば
、
自
ら
が
受
け
た
「
國
辱
」
を
「
条
理
」
に
基
く
外
交
に
よ
っ
て
雪
ぐ
と
し
た
壬
午
事
変
期
の
ス
タ
ン
ス
は
、

兵
力
・
武
力
行
使
に
よ
っ
て
「
國
辱
」
を
雪
ぐ
方
向
へ
と
転
換
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
結
果
、
国
家
行
動
を
評
価
す
る
価
値
基
準

と
し
て
の
「
条
理
」
の
地
位
は
低
下
し
、
こ
の
時
期
一
貫
し
て
み
ら
れ
た
西
欧
批
判
を
支
え
る
、
道
義
的
な
価
値
基
準
に
と
ど
ま
る

こ
と
に
な
っ
た
。
清
と
西
欧
列
強
な
ど
大
国
の
脅
威
を
受
け
る
小
国
と
し
て
の
自
己
認
識
は
維
持
さ
れ
た
が
、
国
内
の
民
権
や
「
条

理
」
に
基
き
小
国
と
し
て
道
義
的
な
外
交
に
徹
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
は
、
小
国
と
し
て
武
力
侵
攻
に
は
徹
底
的
に
戦
う
姿
勢
、
も

し
く
は
兵
備
中
立
、
大
国
の
脅
威
に
対
抗
す
る
た
め
の
軍
備
拡
大
論
へ
と
確
実
に
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
「
國
辱
」
意
識
に
基
く
対
外
認
識
の
形
成
と
、
脅
威
感
に
と
ど
ま
ら
ぬ
清
認
識
、
兵
力
・
軍
備
に
依
拠

す
る
姿
勢
の
定
着
と
「
条
理
」
の
後
退
、
ま
た
批
判
的
な
西
欧
認
識
と
小
国
と
し
て
の
自
己
認
識
と
は
、
東
ア
ジ
ア
連
合
論
を
含
む

一
八
八
四
年
清
仏
論
の
前
提
条
件
を
構
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
以
下
、
続
稿)

。

(

１)

詳
細
は
、
鳥
羽
さ
お
り
「『

自
由
新
聞
』
に
み
る
対
外
観

一
八
八
〇
年
代
の
朝
鮮
・
清
国
論
に
つ
い
て
の
一
考
察｣

（
日
本
大
学

史
学
会
『
史
叢
』
六
〇
号
、
一
九
九
九
年
三
月
号
）
二
〇
―
二
五
頁
に
讓
る
が
、
そ
れ
以
外
に
、
松
尾
章
一
『
増
補
・
改
訂

自
由
民
権

思
想
の
研
究
』(

一
九
九
〇
年
・
日
本
経
済
評
論
社)
三
六
四
―
三
九
〇
頁
、
長
谷
川
直
子
「
壬
午
軍
乱
を
め
ぐ
る
自
由
民
権
派
の
朝
鮮

論｣

（
津
田
塾
大
学
紀
要
委
員
会
『
国
際
関
係
学
研
究
』
別
冊N

o
.1

6

・
一
九
九
〇
年
三
月)

、
高
橋
秀
直
『
日
清
戦
争
へ
の
道』

（
一
九

九
五
年
・
東
京
創
元
社
）
一
〇
二
―
一
〇
五
頁
、
芝
原
拓
自
「
清
仏
戦
争
の
清
国
観
の
変
容｣

（
大
阪
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
『
近

世
近
代
の
地
域
と
権
力
』
一
九
九
八
年
・
清
文
堂
出
版
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
『
自
由
新
聞
』
で
は
な
い
が
、
同
時
期
の
帝
政
党
系
新
聞

の
清
仏
論
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
田
中
正
俊
「
清
仏
戦
争
と
日
本
の
帝
政
党
系
新
聞
の
論
調｣

（『

榎
博
士
頌
寿
記
念

東
洋
史

論
叢
』
一
九
八
八
年
・
汲
古
書
院
）
な
ど
が
あ
る
。

(

２)

安
丸
良
夫
氏
は
「
民
衆
運
動
に
お
け
る
『
近
代』｣

（『

民
衆
運
動
』
一
九
八
九
年
・
岩
波
書
店
）
で
、「
自
由
民
権
運
動
は
…
…
（
中
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略)

『
民
権
＝
国
権
』
型
の
政
治
思
想
が
広
汎
な
民
衆
の
願
望
や
伝
統
と
触
れ
合
っ
て
独
自
の
政
治
文
化
を
形
成
し
た
創
造
過
程
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
こ
に
『
民
権
＝
国
権
』
型
の
政
治
思
想
と
い
う
の
は
、
国
民
の
自
由
や
権
利
の
発
展
と
、
そ
こ
に
発
揚
さ
れ
る
広
汎
な
人
々

の
能
力
や
活
動
性
こ
そ
が
、
近
代
的
国
民
国
家
形
成
の
基
本
原
理
で
あ
る
と
す
る
立
場
の
こ
と
で
あ
る
。｣

(

四
九
六
頁
）
と
し
て
お
り
、

自
由
党
員
の
行
動
な
ど
を
事
例
に
、
自
由
民
権
運
動
を
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
政
治
文
化
や
、
運
動
の
な
か
で
権
利
自
由
の
主
張
を
め
ぐ
っ

て
引
き
出
さ
れ
る
人
々
の
志
向
性
・
心
性
と
の
関
係
で
意
義
づ
け
て
い
る
。

(

３)

こ
こ
で
は
激
化
期
自
由
党
を
、
地
域
自
由
党
員
が
実
力
行
使
に
よ
っ
て
政
治
目
的
を
果
た
そ
う
と
い
う
傾
向
を
強
め
、
つ
い
に
は
党

組
織
の
解
散
に
至
っ
た
、
一
八
八
二
年
か
ら
一
八
八
四
年
ま
で
の
自
由
党
と
考
え
る
。

(

４)

拙
稿
「『

自
由
新
聞
』
と
壬
午
事
変

激
化
期
自
由
党
の
『
語
り』｣

（
秩
父
事
件
研
究
顕
彰
協
議
会
『
秩
父
事
件
研
究
・
顕
彰
』

一
六
号
・
二
〇
〇
九
年
三
月)
。
以
下
、
壬
午
事
変
か
ら
翌
年
一
八
八
三
年
三
月
頃
ま
で
の
『
自
由
新
聞
』
対
外
論
の
「
語
り
」
の
「
論

理
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
文
を
参
照
。

(

５)
｢

辱
」
に
つ
な
が
る
侮
蔑
意
識
を
軸
と
し
た
『
自
由
新
聞
』
の
論
調
の
変
化
に
い
ち
早
く
注
目
し
た
の
は
芝
原
拓
自
氏
で
あ
る
が
、

そ
の
侮
蔑
意
識
が
、
そ
れ
を
語
る
『
自
由
新
聞
』
の
ど
の
よ
う
な
考
え
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
は
考
察
し
て
い
な
い
。
な
お

明
治
初
年
の
外
交
官
の
「
国
辱
」
意
識
に
ふ
れ
て
い
る
の
は
石
田
徹
「
明
治
初
期
外
務
省
の
朝
鮮
政
策
と
朝
鮮
観｣

（『

早
稲
田
政
治
経
済

学
雑
誌
』
三
六
四
号
・
二
〇
〇
六
年
七
月
）
六
七
―
六
八
頁
。

(

６)

本
稿
で
は
、『
復
刻

自
由
新
聞
』
第
二
〜
五
巻
（
明
治
一
六
年
一
月
四
日
か
ら
明
治
一
七
年
一
二
月
二
七
日
分
ま
で
収
録
、
一
九

七
二
年
・
三
一
書
房
）
を
用
い
、
未
復
刻
分
は
町
田
市
立
自
由
民
権
資
料
館
所
蔵
コ
ピ
ー
で
補
っ
た
。

(

７)

清
は
一
八
六
〇
年
代
に
海
軍
の
建
設
に
着
手
。
特
に
一
八
七
四
年
日
本
の
台
湾
出
兵
以
降
、
本
格
的
な
海
軍
拡
張
を
は
か
り
、
翌
年

に
は
海
関
税
収
入
を
も
と
に
北
洋
・
南
洋
・
粤
洋
の
三
艦
隊
の
建
設
を
開
始
す
る
。
ま
た
日
本
に
よ
る
琉
球
藩
廃
止
と
ロ
シ
ア
と
の
イ
リ

紛
争
を
き
っ
か
け
に
、
翌
一
八
八
〇
年
に
は
初
め
て
鉄
甲
艦
二
隻
を
ド
イ
ツ
に
発
注
。
そ
れ
ら
が
一
八
八
三
年
に
は
清
へ
と
回
航
さ
れ
る

予
定
で
あ
っ
た
。
一
八
八
〇
年
代
ま
で
の
清
海
軍
の
軍
備
拡
張
に
つ
い
て
は
、
復
旦
大
学
・
歴
史
系
・
上
海
師
範
大
学
歴
史
系
編
著
（
小

島
晋
治
・
野
原
四
郎
監
訳)

『
中
国
近
代
史
２』

（
一
九
八
一
年
・
三
省
堂
）
一
四
三
―
一
五
二
頁
、
橋
本
高
勝
『
清
末
に
お
け
る
西
洋
文
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物
の
導
入
と
反
応』

（
一
九
七
三
年
・
啓
文
社)

三
―
三
八
・
九
一
―
九
六
頁
、
前
掲
の
高
橋
秀
直
『
日
清
戦
争
へ
の
道
』
一
〇
五
―
一

一
三
頁
、
陸
海
の
北
洋
軍
に
つ
い
て
は
波
多
野
善
大
「
北
洋
軍
閥
の
成
立
過
程｣

（『

名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
文
集
５

史
学
２
』
一

九
五
三
年
）
二
二
一
―
二
三
七
頁
を
参
照
。

(

８)
こ
の
間
の
社
説
全
体
の
特
徴
は
、
言
論
弾
圧
を
強
化
す
る
明
治
政
府
批
判
・
有
司
専
制
批
判
と
前
年
末
の
福
島
・
喜
多
方
事
件
を
念

頭
に
お
い
た
急
進
派
批
判
の
両
方
の
要
素
を
も
っ
て
、
官
民
調
和
論
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
前
者
に
含
ま
れ
る
ロ
シ

ア
専
制
批
判
・
虚
無
党
論
に
つ
い
て
は
対
外
論
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
こ
の
議
論
は
ロ
シ
ア
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、

む
し
ろ
有
司
専
制
が
国
内
政
治
勢
力
の
秘
密
結
社
化
や
激
化
を
も
た
ら
す
こ
と
を
暗
示
す
る
こ
と
に
主
要
な
論
点
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
対
外
論
に
含
め
な
い
。

(

９)

以
下
の
ベ
ト
ナ
ム
情
勢
と
清
仏
対
立
、
英
仏
対
立
に
つ
い
て
は
、
坂
野
正
高
『
近
代
中
国
政
治
外
交
史』

（
一
九
七
三
年
・
東
大
出

版
）
三
四
一
―
三
六
九
頁
、
山
本
達
郎
編
『
ベ
ト
ナ
ム
中
国
関
係
史

曲
氏
の
抬
頭
か
ら
清
仏
戦
争
ま
で』

（
一
九
七
五
年
・
山
川
出

版
）
五
七
九
―
六
〇
〇
頁
、
前
掲
『
中
国
近
代
史
２
』
二
二
六
―
二
五
九
頁
、
中
山
治
一
「
�清
仏
葛
藤
一
件
�
と
日
本
の
選
択｣

（
日
本

国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
』
七
一
号
・
一
九
八
二
年
八
月)

、
坪
井
善
明
『
近
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
治
社
会
史』

（
一
九
九
一
年
・
東
大

出
版
）
二
〇
〇
―
二
〇
五
・
二
三
三
―
二
四
一
頁
、
篠
永
宣
孝
『
フ
ラ
ン
ス
帝
国
主
義
と
中
国

第
一
次
世
界
大
戦
前
の
中
国
に
お
け

る
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
・
金
融
・
商
工
業』

（
二
〇
〇
八
年
・
春
風
社
）
一
七
―
五
一
頁
を
参
照
。

な
お
『
自
由
新
聞
』
も
こ
の
間
の
ベ
ト
ナ
ム
と
フ
ラ
ン
ス
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
正
確
に
把
握
し
て
い
る
（｢

我
國
ガ
清
佛

ニ
對
ス
ル
ノ
政
略
」
一
八
八
三
年
六
月
一
九
・
二
〇
日)
。

(

�)

こ
の
覚
書
で
は
、
清
軍
の
撤
退
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
国
土
侵
略
の
否
定
、
国
境
と
ソ
ン
コ
イ
河
の
間
の
中
間
地
帯
を
二
分

し
南
・
北
そ
れ
ぞ
れ
を
仏
・
清
が
保
護
、
ト
ン
キ
ン
の
現
状
維
持
な
ど
を
定
め
て
い
た
。
こ
の
間
の
情
勢
に
つ
い
て
は
『
自
由
新
聞
』
も

把
握
し
て
お
り
、
一
八
八
三
年
一
月
一
七
・
二
〇
日
の
外
報
は
「
誠
に
両
政
府
の
爲
め
賀
す
べ
き
事
」
と
歓
迎
し
て
い
る
。

(

�)

坂
野
潤
治
『
明
治
・
思
想
の
実
像』

（
一
九
七
七
年
・
創
文
社
）
七
二
―
八
三
頁
、
前
傾
の
芝
原
拓
自
「
清
仏
戦
争
の
清
国
観
の
変

容
」
五
五
八
―
五
五
九
頁
と
鳥
羽
さ
お
り
「『

自
由
新
聞
』
に
み
る
対
外
観
」
三
四
―
三
六
頁
。
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な
お
下
山
三
郎
「
民
権
運
動
に
つ
い
て｣

（『

日
本
歴
史
講
座
』
第
五
巻
、
一
九
五
六
年
・
東
大
出
版
会
）
一
〇
六
―
一
〇
八
頁
、
同

「
明
治
十
七
年
に
お
け
る
自
由
党
の
動
向
と
農
民
騒
擾
の
景
況｣

（『

自
由
民
権
期
の
研
究
』
三
巻
、
一
九
五
九
年
・
有
斐
閣
）
五
五
―
五

七
頁
は
、
こ
の
時
期
の
主
張
を
対
清
恐
怖
に
基
く
内
治
優
先
論
と
護
国
軍
備
論
の
二
者
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
た
と
す
る
が
、
実
際
、
こ

の
時
期
の
社
説
に
内
治
優
先
論
は
多
く
な
い
の
で
、
一
つ
の
潮
流
と
み
る
に
は
無
理
が
あ
る
。

(

�)

こ
の
時
期
の
執
筆
・
編
集
陣
と
し
て
は
、
一
八
八
三
年
四
月
二
三
日
付
『
自
由
新
聞
』
に
有
給
社
員
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
谷
重

喜
（
板
垣
洋
行
問
題
以
降
、
社
長
代
理
幹
事
に
就
任
し
て
い
た
が
一
八
八
三
年
四
月
二
九
日
に
は
星
亨
と
交
代)

、
古
沢
滋
（
一
八
八
二

年
一
〇
月
『
自
由
新
聞
』
主
幹
に
就
任)

、
西
村
玄
道
（
一
八
八
二
年
九
月
に
馬
場
辰
猪
ら
と
と
も
に
退
社
し
た
と
い
う
説
も
あ
る)

、
植

木
枝
盛
（
一
八
八
二
年
一
〇
月
に
『
福
島
自
由
新
聞
』
か
ら
『
自
由
新
聞
』
へ
呼
び
戻
さ
れ
、
一
八
八
三
年
八
月
に
一
時
退
社)

、
土
井

光
華
（
も
と
『
東
海
暁
鐘
新
報
』
の
社
長
で
、
遅
く
と
も
一
八
八
二
年
一
一
月
末
に
は
『
自
由
新
聞
』
へ)

、
上
村
昌
義
、
竹
内
綱

(

一

八
八
一
年
一
二
月
「
自
由
新
聞
発
行
主
意
」
に
「
発
起
人
要
員
」
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る)

、
桑
野
鋭
（『

東
京
新
誌
』
編
集
長
・『

東

洋
自
由
新
聞
』
な
ど
を
へ
て
一
八
八
三
年
ま
で
に
は
『
自
由
新
聞
』
へ)

、
曽
田
愛
三
郎
（『

東
海
暁
鐘
新
報
』
な
ど
を
へ
て
『
自
由
新
聞
』

へ)

、
藤
田
四
郎
、
酒
井
民
三
郎
ら
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
小
室
信
介
（『

大
阪
日
報
』
社
員
・『

日
本
立
憲
政
党
新
聞
』
記

者
を
経
て
『
自
由
新
聞
』
へ
）
が
加
わ
り
、
一
八
八
四
年
一
月
に
は
、
古
沢
・
小
室
・
曽
田
に
加
え
て
星
亨
（
一
八
八
二
年
四
月
二
九
に

は
社
長
代
理
幹
事
に
就
任
し
て
い
る
の
で
記
者
と
の
兼
任
か)

、
杉
田
定
一
（『

北
陸
自
由
新
聞
』
等
か
ら
『
自
由
新
聞
』
へ)

、
大
井
憲

太
郎
（『

東
京
曙
新
聞
』
主
筆
を
経
て
『
自
由
新
聞
』
へ)
、
高
橋
基
一
（『

日
新
真
事
誌』

・『

朝
野
新
聞
』
記
者
を
経
て
『
自
由
新
聞
』

へ)

、
植
木
（
客
員
と
し
て
復
帰
）
が
執
筆
陣
を
構
成
し
て
い
る
（『

自
由
新
聞

復
刻
版
』
第
五
巻
所
収
の
林
茂
「
解
題｣

、
宮
武
外
骨

・
西
田
長
寿
『
明
治
新
聞
雑
誌
関
係
者
略
伝
』
一
九
八
五
年
・
み
す
ず
書
房
参
照)

。

(

�)
｢

安
南
ノ
戰
報｣

（
一
八
八
三
年
六
月
一
三
日
、
以
下
日
付
は
「
一
八
八
三
・
六
・
一
三
」
の
よ
う
に
標
記
す
る)

。

(

�)

以
上
は
、「
安
南
ノ
戰
報｣

（
一
八
八
三
・
六
・
一
三)

、「
我
國
ガ
清
佛
ニ
對
ス
ル
ノ
政
略｣

（
一
八
八
三
・
六
・
二
〇
、
二
二)

。

(

�)

清
に
つ
い
て
は
、「
道
光
咸
豊
ノ
辱
」
を
雪
ぐ
こ
と
や
「
外
國
人
ヲ
以
テ
連
合
シ
テ
清
國
ヲ
陵
辱
ス
ル
ノ
謀
」
へ
の
警
戒
、
仏
に
つ

い
て
は
国
内
の
支
持
獲
得
だ
け
で
な
く
、「
日
耳
曼
伊
太
利
其
他
各
國
」
の
目
を
意
識
し
な
が
ら
「
安
南
蠻
人
ノ
爲
メ
ニ
敗
ラ
レ
將
死
シ
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砲
奪
ハ
ル｣

「
辱
」
を
雪
ぐ
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
目
的
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。「
道
光
咸
豊
ノ
辱
」
と
は
一
八
四
〇
・
五
〇
年
代

に
第
一
・
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
や
太
平
天
国
な
ど
を
通
じ
て
清
が
欧
州
列
強
国
に
領
土
を
侵
攻
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
「
日
耳
曼
伊
太
利
其
他

各
國
ノ
笑
ヲ
如
何
ン
セ
ン
ト
ス
」
と
は
、
普
仏
戦
争
で
敗
北
し
た
プ
ロ
シ
ャ
、
そ
の
プ
ロ
シ
ャ
と
同
盟
を
結
ぶ
イ
タ
リ
ア
な
ど
か
ら
侮
ら

れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
、
当
時
仏
が
か
か
え
て
い
た
チ
ュ
ニ
ジ
ア
・
マ
ダ
カ
ス
カ
ル
問
題
の
行
く
末
に
も
関
わ
る
と
い
う
含
意
だ
ろ
う
。

(

�)
｢

我
國
ガ
清
佛
ニ
對
ス
ル
ノ
政
略｣

（
一
八
八
三
・
六
・
二
四)

。

(

�)
｢

我
國
ガ
清
佛
ニ
對
ス
ル
ノ
政
略｣

（
一
八
八
三
・
六
・
二
四)

。

(

�)

こ
の
間
の
安
南
情
報
と
し
て
は
、『
自
由
新
聞
』
の
外
報
に
「
黒
旗
兵
の
檄
文｣

（
一
八
八
三
・
六
・
一
七)

、
雑
報
に
「
安
南
の
政

治｣

（
一
八
八
三
・
六
・
二
四
―
三
〇
）
な
ど
が
連
載
さ
れ
て
い
る
。

(

�)
｢

我
國
ガ
清
佛
ニ
對
ス
ル
ノ
政
略｣

（
一
八
八
三
・
六
・
二
四)

。

(

�)
｢

我
國
ガ
清
佛
ニ
對
ス
ル
ノ
政
略｣

（
一
八
八
三
・
六
・
二
三)

。

(

�)
｢

今
日
ノ
太
平｣

（
一
八
八
三
・
六
・
二
九
）
は
、
現
在
日
本
が
抱
え
て
い
る
様
々
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
、「
清
國
水
師
ノ
入
寇
」

を
防
ぐ
た
め
の
陸
海
軍
拡
張
も
進
ん
で
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

(

�)
｢

安
南
ノ
戰
報｣

（
一
八
八
三
・
六
・
一
三)
。

(

�)

実
際
、
一
八
八
三
年
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
北
京
、
ベ
ル
リ
ン
な
ど
で
仏
は
日
本
政
府
に
対
し
て
対
清
共
同
戦
線
の
申
し
入
れ
を

何
度
も
行
っ
て
い
た
が
、
日
本
政
府
は
同
年
七
月
に
は
こ
の
申
し
出
を
正
式
に
拒
否
し
て
い
た
（
中
山
治
一
「『

清
仏
葛
藤
一
件
』
と
日

本
の
選
択
」
二
二
―
二
六
頁
、『
国
際
政
治
』
七
一
号
・
一
九
八
二
年
八
月)

。

(

	)
｢

我
國
ガ
清
佛
ニ
對
ス
ル
ノ
政
略｣

（
一
八
八
三
・
六
・
二
四)
。

(


)

例
え
ば
「
伊
藤
参
議
ガ
清
佛
ノ
間
ニ
処
セ
ラ
ル
ヽ
意
見｣

（
一
八
八
三
・
八
・
一
六
）
は
、
仏
と
の
連
合
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
「
其

ノ
終
ニ
極
メ
テ
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
ノ
急
ア
ル
ヲ
慮
リ
タ
ル
而
巳
」
と
再
度
強
調
し
て
い
る
。

(

�)

仏
の
詐
謀
・
暴
虐
・
貪
を
訴
え
る
「
黒
旗
兵
の
檄
文
」
の
紹
介
（
一
八
八
三
・
六
・
一
七
外
報)

、
一
八
六
七
年
以
降
の
仏
の
ベ
ト

ナ
ム
侵
攻
に
批
判
的
な
「
清
國
外
交
官
安
南
事
件
の
話
」(

一
八
八
三
・
六
・
一
九
、
二
〇
雑
報)

な
ど
。

法と政治 60巻 4号 (2010年 1月)

『

自
由
新
聞
』
と
清
仏
戦
争

783

三
七



(

�)

清
の
新
聞
に
よ
る
仏
側
の
意
見
紹
介
と
反
論
で
あ
る
論
説
「
譯
申
報

法
人
安
南
ノ
事
ヲ
議
ス｣

（
一
八
八
三
・
六
・
二
九)

、
開
戦

を
め
ぐ
る
仏
の
新
聞
の
論
調
を
紹
介
す
る
論
説
「
安
南
事
件
ニ
付
佛
國
諸
新
聞
ノ
評
論
抄
譯｣

（
一
八
八
三
・
七
・
八)

。

(
�)
な
お
伊
東
昭
雄
「
清
仏
戦
争
と
東
ア
ジ
ア
・
試
論

日
本
人
の
反
応
に
つ
い
て｣

（『

横
浜
市
立
大
学
論
叢

人
文
科
学
系
列
』
三

七
巻
二
・
三
合
併
号
、
一
九
八
六
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
政
府
も
ま
た
清
が
仏
と
の
和
平
交
渉
に
成
功
し
た
場
合
に
、
そ
の
矛
先
を

日
本
（
朝
鮮
問
題
）
に
向
け
て
く
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
（
八
三
頁)

。
な
お
壬
午
事
変
後
の
清
の
対
日
政
策
に
つ
い
て
は
基
本
的
に

対
決
回
避
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
が
、
一
八
八
三
年
七
月
、
清
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
対
立
激
化
の
た
め
検
討
し
て
い
た
朝
鮮
駐
留
軍
の
本

国
召
還
を
日
本
に
対
す
る
不
信
か
ら
中
止
し
て
い
る
（
高
橋
前
掲
書
一
一
二
―
一
一
六
・
一
二
九
―
一
四
二
頁)

。
と
す
れ
ば
、『

自
由
新

聞』

や
明
治
政
府
の
懸
念
が
現
実
の
も
の
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
日
本
の
出
方
次
第
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(

�)

こ
う
し
た
見
方
は
、
こ
の
時
期
以
前
に
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
今
日
ノ
形
勢
」(

八
二
・
一
一
・
一
七
、
一
八
、
二
一
、
二
二
、

二
五
、
二
六
、
一
二
・
一
、
二)
、「
朝
鮮
琉
球
ノ
事
ニ
付
清
人
ノ
意
見｣

（
一
八
八
三
・
三
・
一
七
）
は
、
清
は
当
初
ふ
る
わ
ず
琉
球
・

朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
干
渉
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
壬
午
事
変
以
降
そ
の
軍
備
を
整
え
て
き
て
お
り
、
そ
の
「
辱｣

「
憾
」
を
晴
ら
そ
う
と

す
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

な
お
、
壬
午
事
変
の
際
、『
自
由
新
聞
』
が
、
江
華
島
へ
派
兵
し
武
力
に
よ
っ
て
日
朝
修
好
条
規
を
締
結
さ
せ
る
こ
と
で
朝
鮮
を
「
清

国
ヨ
リ
引
キ
離
シ
テ
独
立
ノ
国
ト
成
」
し
た
明
治
政
府
の
「
侵
犯
ノ
主
義
」
と
、
朝
鮮
藩
屏
化
と
い
う
共
通
の
目
的
に
立
ち
つ
つ
も
、
よ

り
平
和
的
な
説
得
と
交
渉
に
よ
っ
て
朝
鮮
の
「
独
立
」
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
自
ら
の
立
場
の
差
別
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
は
（
拙
稿

「『

自
由
新
聞
』
と
壬
午
事
変

激
化
期
自
由
党
の
『
語
り』

」
二
二
―
二
三
頁)

、
こ
う
し
た
清
国
認
識
（
ひ
い
て
は
朝
鮮
認
識
）
と

も
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
。

(

�)

こ
の
社
説
は
、「
此
度
清
廷
ガ
佛
國
ニ
向
フ
テ
頻
リ
ニ
其
ノ
將
ニ
戰
ハ
ン
ト
ス
ル
ガ
如
キ
ノ
勢
ヲ
張
ル
ハ
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
其
ノ
慣
手

ノ
政
略
ニ
シ
テ
徒
ニ
虚
勢
ヲ
張
ル
ニ
過
ギ
ズ
若
シ
佛
國
ガ
一
向
ニ
其
ノ
談
判
ヲ
嚴
ニ
シ
以
テ
其
ノ
極
ニ
至
ラ
バ
清
廷
ハ
必
ラ
ズ
復
タ
屈
シ

テ
仍
ホ
和
ヲ
保
ツ
ノ
計
ヲ
爲
ス
可
シ
」
と
す
る
論
者
（
こ
れ
は
例
え
ば
、
一
八
八
三
年
六
月
八
日
の
『
朝
野
新
聞
』
論
説
「
清
佛
ノ
交
渉

更
ニ
一
端
ヲ
加
フ
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
に
対
し
て
、「
吾
人
ノ
意
見
ヲ
以
テ
ス
レ
バ
未
ダ
之
ヲ
信
ズ
ル
コ
ト
ヲ
バ
得
ザ
ル
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也
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
清
の
「
國
辱
」
意
識
に
基
い
て
開
戦
不
可
避
を
論
ず
る
社
説
と
し
て
は
、
他
に
も
「
上
海

ノ
消
息｣

（
一
八
八
三
・
七
・
一
四)

、「
清
佛
ノ
事
如
何｣

（
一
八
八
三
・
七
・
二
九
）
が
あ
る
。

(
�)
こ
の
ほ
か
、
仏
を
「
公
議
政
府｣

「
文
明｣

、
清
を
「
専
制
政
府｣

「
野
蠻
」
と
し
て
、
東
京
派
兵
を
決
し
た
仏
を
「
専
制
」
と
み
な

す
清
へ
の
批
判
「
陋
ナ
ル
哉
専
制
政
府
ノ
見｣

（
一
八
八
三
・
六
・
二
六
）
な
ど
、
や
や
仏
よ
り
の
社
説
も
み
ら
れ
る
。

(

�)
｢

上
海
ノ
消
息｣

（
一
八
八
三
・
七
・
一
四)

、「
清
佛
ノ
事
如
何｣

（
一
八
八
三
・
七
・
二
九
）
な
ど
。

(

�)

前
述
の
通
り
、
こ
の
段
階
で
清
は
既
に
ト
ン
キ
ン
に
派
兵
し
仏
軍
と
戦
っ
て
い
た
の
だ
が
、
宣
戦
し
て
い
な
い
以
上
そ
れ
は
公
言
さ

れ
ず
、
む
し
ろ
停
滞
す
る
交
渉
の
方
が
主
に
報
道
さ
れ
た
。
こ
の
間
の
交
渉
に
つ
い
て
は
『
中
国
近
代
史
２
』
二
五
八
―
二
五
九
頁
。

(

�)

例
え
ば
、
一
八
八
三
年
七
月
一
五
、
一
八
、
一
九
、
二
一
日
の
雑
報
、
同
年
七
月
一
二
、
一
九
、
二
〇
、
二
五
、
二
七
、
二
八
日
の

外
報
、
同
じ
く
七
月
一
八
、
二
一
日
の
ル
ー
ト
ル
電
報
な
ど
。

(

�)

曽
田
愛
三
郎
は
、
松
江
出
身
の
自
由
党
員
で
西
鶴
・
病
鶴
な
ど
の
号
を
も
つ
。
一
八
九
一
年
一
二
月
に
自
殺
す
る
ま
で
、『
東
海
暁

鐘
新
報
』
や
『
日
本
立
憲
政
党
新
聞』
、『
自
由
新
聞
』
な
ど
で
記
者
と
し
て
活
動
、
一
八
九
一
年
に
は
『
あ
づ
ま
新
聞』

、
新
潟
『
自
由

新
報
』
の
主
筆
を
務
め
た
（
宮
武
外
骨
・
西
田
長
寿
『
明
治
新
聞
雑
誌
関
係
者
略
伝
』
一
一
九
頁)

。『
自
由
新
聞
』
で
は
、「
専
制
人
民

ニ
真
正
ノ
愛
國
心
ナ
シ
」(

一
八
八
二
・
九
・
三
〇
、
一
〇
・
一)

、「
自
由
人
民
ノ
外
真
正
ノ
愛
國
心
ナ
シ
」(

一
八
八
二
・
一
〇
・
三
―

五)

、「
護
國
ノ
元
氣
ハ
独
リ
戒
備
ニ
存
セ
ズ｣

（
一
八
八
三
・
二
・
六
、
八
）
な
ど
、
愛
国
心
に
基
く
小
国
主
義
的
な
主
張
を
展
開
し
て

い
る
。

(

�)

例
え
ば
、
本
社
説
は
「
我
國
ノ
如
キ
東
洋
開
明
ノ
先
覺
者
ト
モ
云
フ
可
キ
ノ
地
位
ニ
立
チ
行
々
將
ニ
大
ニ
商
賣
ヲ
支
那
朝
鮮
ノ
間
ニ

開
キ
貿
易
ヲ
盛
ン
ニ
シ
テ
内
地
ノ
勞
業
ヲ
勵
マ
シ
東
洋
無
尽
蔵
ノ
富
源
ニ
資
シ
テ
大
ニ
爲
ス
�
有
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
爲
メ
ニ
ハ
此
害
ノ
及

ブ
�
尤
モ
大
ナ
ル
者
ア
ル
」
と
述
べ
て
い
る
。

(

�)
｢

朝
鮮
使
節
ノ
来
着｣

（
一
八
八
二
・
一
〇
・
一
四)

、「
朝
鮮
修
信
使
ノ
入
朝
ニ
付
併
テ
朝
鮮
事
ヲ
論
ズ｣

（
一
八
八
二
・
一
〇
・
一

八
、
一
九)

、「
立
國
ノ
要｣

（
一
八
八
二
・
一
一
・
一
四
―
一
六
）
な
ど
、
壬
午
事
変
を
め
ぐ
る
社
説
で
は
、
東
洋
を
制
す
る
上
で
の
朝

鮮
の
重
要
性
、
東
洋
の
先
覚
者
・
日
本
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
や
日
本
が
東
洋
で
い
か
に
名
を
残
す
か
が
語
ら
れ
て
い
る
。
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(

�)

そ
の
後
、
ベ
ト
ナ
ム
の
立
場
で
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
外
報
「
故
安
南
王
チ
ュ
ダ
ク
の
傳｣

（
一
八
八
三
・
一
〇
・
一
一
、
一
三
）

が
、
嗣
徳
帝
の
経
歴
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。

(
�)
実
際
、
ベ
ト
ナ
ム
は
一
八
七
四
年
以
前
の
条
約
に
つ
い
て
、
清
国
に
報
告
し
て
い
な
か
っ
た
（
坪
井
善
明
『
近
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
治

社
会
史
』
一
〇
一
―
一
〇
三
頁)

。

(

�)

全
二
八
か
条
。
第
一
条
で
中
国
を
含
む
外
国
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
が
ベ
ト
ナ
ム
を
保
護
国
化
す
る
こ
と
を
定
め
、
そ
の
ほ
か
ベ
ト
ナ

ム
政
府
の
ト
ン
キ
ン
地
方
か
ら
の
撤
兵
（
四
条)

、
フ
エ
や
ト
ン
キ
ン
地
方
各
大
州
に
駐
剳
官
（re

sid
e

n
t

）
と
仏
の
守
備
兵
を
置
く
こ
と

（
一
一
―
一
八
条)
、
ま
た
仏
国
民
や
、
仏
政
府
の
保
護
を
求
め
る
外
国
人
に
対
し
て
ト
ン
キ
ン
地
方
に
お
け
る
自
由
を
承
認
（
二
〇
条)

、

さ
ら
に
は
ソ
ン
コ
イ
河
流
域
の
無
期
限
占
領
と
ソ
ン
コ
イ
河
流
域
の
貿
易
を
守
る
た
め
の
黒
旗
兵
の
駆
逐
（
二
二
―
二
三
条
）
な
ど
を
規

定
し
て
い
た
（
外
務
省
『
日
本
外
交
文
書
』
一
六
巻
・
一
九
五
一
年
所
収
の
「
清
佛�

國
葛
藤
一
件
」
五
七
九
―
五
八
一
・
五
九
五
―
六

〇
五
頁
、
日
本
史
籍
協
會
『
東
亜
関
係
特
殊
條
約
彙
纂
一
』
一
九
〇
四
年
、
東
大
出
版
会
覆
刻
の
三
〇
三
―
三
〇
七
頁)

。

(

�)

雑
報
「
佛
安
和
親
の
條
約｣

（
一
八
八
三
・
九
・
四)

。
な
お
、
こ
れ
と
と
も
に
「
清
國
軍
艦
調
査｣

（
一
八
八
三
・
九
・
四
、
五
）

も
雑
報
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

同
様
の
清
認
識
つ
い
て
は
「
清
佛
ノ
交
戰｣
（
一
八
八
三
・
九
・
二
一)

、「
尊
大
ナ
ル
清
國
人
」
と
い
う
見
方
は
「
清
佛
ノ
和
戰
」

(

一
八
八
三
・
七
・
一
一)

、
ま
た
清
を
「
蔑
如
」
す
る
仏
の
意
識
に
つ
い
て
は
「
清
佛
ノ
形
情
」(

一
八
八
三
・
九
・
一
四)

。

(

�)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
人
民
の
負
担
と
自
由
党

一
八
八
二
、
八
三
（
明
治
一
五
、
一
六
）
年
の
『
自
由
新
聞
』
を
素
材

に｣

（『

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
』
二
一
七
号
・
二
〇
〇
七
年
四
月
）
一
三
二
―
一
三
四
頁
。
小
室
信
介
編
『
東
洋
民
権
百
家
伝
』
が
刊
行

さ
れ
始
め
た
の
も
一
八
八
三
年
八
月
で
、
八
月
一
六
、
一
七
日
付
『
自
由
新
聞
』
に
は
、
そ
の
「
は
し
が
き
」
が
転
載
さ
れ
、
同
月
二
九

日
に
は
雑
報
、
二
九
・
三
〇
日
に
は
広
告
欄
で
も
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(

�)
｢

印
度
ノ
虐
政｣

（
一
八
八
三
・
九
・
一
五
、
一
八
―
二
〇
、
二
二
、
二
三
、
二
九
、
三
〇
、
一
〇
・
一
〇)

。

(

�)

こ
の
時
期
に
か
か
る
社
説
と
し
て
は
唯
一
「
富
國
ノ
策
如
何
」(

一
八
八
三
・
一
〇
・
二
―
七)

が
、
強
兵
よ
り
富
国
が
先
と
し
て

小
国
論
に
通
ず
る
主
張
を
展
開
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
保
護
主
義
・
租
税
濫
用
（
三
菱
）
批
判
と
結
び
つ
い
た
議
論
と
な
っ
て
お
り
、
対
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外
行
動
の
基
準
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
な
い
。

(
�)

な
お
『
中
国
近
代
史
２
』
は
、
こ
の
間
の
清
正
規
軍
の
消
極
性
と
黒
旗
軍
の
対
立
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
（
二
六
一
―
二
六
四
頁)

。

(
�)
例
え
ば
一
八
八
三
年
九
月
二
七
、
三
〇
日
、
一
〇
月
一
三
日
、
一
一
月
三
、
六
、
一
六
、
一
七
日
の
外
報
、
同
年
一
一
月
三
〇
日
の

雑
報
な
ど
。

(

�)

一
八
八
三
年
一
〇
月
二
、
一
二
日
の
ル
ー
ト
ル
電
報
（
一
〇
月
一
二
日
の
電
報
は
雑
報
に
も
掲
載)

、
同
年
一
一
月
二
〇
日
、
一
二

月
一
五
日
の
外
報
な
ど
。

(

�)

一
八
八
三
年
一
〇
月
一
四
日
雑
報
、
同
年
一
〇
月
三
一
日
、
一
一
月
四
日
、
一
二
月
一
五
、
一
六
日
の
外
報
、
同
年
一
一
月
一
四
、

二
五
、
二
七
日
の
ル
ー
ト
ル
電
報
な
ど
。

(

�)

一
八
八
三
年
一
〇
月
一
四
日
の
雑
報
、
同
年
一
一
月
二
七
、
二
八
日
外
報
。

(

�)

一
八
八
三
年
一
一
月
二
五
日
ル
ー
ト
ル
電
報
、
同
年
一
一
月
三
〇
日
、
一
二
月
八
、
一
五
日
外
報
、
同
年
一
二
月
七
、
一
二
、
二
〇
、

二
三
、
二
五
日
の
雑
報
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、『
自
由
新
聞
』
の
清
仏
報
道
は
、
一
八
八
三
年
一
二
月
二
五
日
あ
た
り
か
ら
減
少
す
る
。

(

�)
｢

清
國
兵
勢｣

（
一
八
八
三
・
一
〇
・
一
六)

。
(

�)

こ
の
廻
状
は
、
一
八
八
三
年
一
一
月
二
五
、
二
七
日
ル
ー
ト
ル
電
報
、
一
二
月
一
二
日
雑
報
、
一
二
月
一
五
日
外
報
な
ど
で
、
く
り

か
え
し
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

(

	)
｢

清
佛
ノ
談
判｣

（
一
八
八
三
・
一
二
・
六)

。

(


)
｢

清
人
邊
防
ノ
意
見｣

（
一
八
八
三
・
一
二
・
二
五)
。

(

�)
｢

日
清
ノ
關
係｣

（
一
八
八
三
・
一
一
・
三)

。

(

�)
｢

清
國
兵
勢｣

（
一
八
八
三
・
一
〇
・
一
六)

。

(

)

こ
こ
に
は
英
へ
の
警
戒
と
と
も
に
、
英
に
翻
弄
さ
れ
る
朝
鮮
を
哀
れ
む
認
識
も
示
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
の
清
国
脅
威
論
で
は
、
六
、
七
月
段
階
の
仏
と
の
連
合
論
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。

(

�)

以
上
は
「
清
國
兵
勢｣

（
一
八
八
三
・
一
〇
・
一
六
、
二
五)

。
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(

�)
｢

日
清
ノ
關
係｣

（
一
八
八
三
・
一
一
・
三)

。

(
�)

｢

一
國
ノ
自
主｣

（
一
八
八
三
・
一
一
・
二
八)

。

(
�)

｢

長
崎
縣
巡
査
ノ
帯
劔
ヲ
禁
ズ｣

（
一
八
八
三
・
一
二
・
一)

。
こ
の
社
説
は
、
一
八
八
三
年
八
月
に
起
き
た
長
崎
ア
ヘ
ン
事
件
（
ア

ヘ
ン
を
吸
引
す
る
清
国
人
を
日
本
人
巡
査
が
検
挙
す
る
中
で
殺
傷
し
清
国
と
の
国
際
問
題
と
な
っ
た
事
件
）
を
取
上
げ
た
も
の
だ
が
、
こ

れ
に
類
す
る
社
説
「
日
清
ノ
關
係｣

（
一
八
八
三
・
一
一
・
三
）
が
あ
る
。
ま
た
『
自
由
新
聞
』
は
こ
の
事
件
を
、
同
年
一
一
月
二
日
、

一
二
月
一
日
、
翌
年
一
月
二
六
日
、
二
月
二
、
九
日
の
雑
報
な
ど
で
継
続
的
に
取
上
げ
て
い
る
。

(

�)
｢

清
國
兵
勢｣
（
一
八
八
三
・
一
〇
・
一
六)

。

(

�)

類
似
の
主
張
と
し
て
、「
政
府
ノ
多
事｣

（
一
八
八
三
・
一
二
・
九
、
一
一)

。

(

�)

国
際
問
題
を
兵
力
・
武
力
に
よ
っ
て
解
決
す
る
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
は
、
他
に
「
日
清
ノ
關
係｣

（
一
八
八
三
・
一
一
・
三)

。

論
説
で
は
「
東
洋
自
由
振
起
論｣
（
一
八
八
四
・
一
・
八
―
一
〇
、
二
三)

、
東
洋
自
由
生
稿
「
清
佛
ノ
關
係
ニ
付
キ
東
洋
ノ
情
態
ニ
感
ア

リ｣

（
一
八
八
四
・
二
・
二
七
）
が
、
民
権
に
優
先
す
る
国
権
拡
張
論
を
展
開
し
て
い
る
。
他
方
、
国
力
の
整
備
や
内
治
改
良
を
軍
備
に

優
先
す
る
社
説
に
は
「
富
國
ノ
策
如
何｣
（
一
八
八
三
・
一
〇
・
二
―
七)

、「
我
邦
人
ガ
共
同
ニ
拙
ナ
ル
ヲ
論
ズ｣

（
一
八
八
三
・
一
二
・

・
一
三
、
一
五
、
一
六
、
二
〇
、
二
三
）
が
あ
る
が
、
こ
の
時
期
、
民
権
が
国
権
よ
り
優
先
す
る
こ
と
を
明
快
に
主
張
し
た
の
は
、
論
説

「
日
本
ハ
宜
シ
ク
自
由
主
義
ヲ
行
フ
ベ
キ
国
柄
タ
ル
ヲ
論
ズ｣

（
一
八
八
四
・
一
・
二
六
、
二
七
、
二
九
、
二
・
二
、
二
六
、
二
八
、
二

九
、
三
・
一
、
一
六
、
一
八
、
二
〇
）
の
み
で
あ
る
。

(

�)

芝
原
拓
自
「
清
仏
戦
争
と
清
国
観
の
変
容
」
は
、
一
八
八
三
年
の
初
期
の
論
調
に
つ
い
て
「
壬
午
軍
乱
い
ら
い
の
対
清
脅
威
感
が
主

な
基
調
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
五
五
九
頁)

。
ま
た
鳥
羽
さ
お
り
「『

自
由
新
聞
』
に
み
る
対
外
観
」
は
、
こ
の
時
期
の
清
国
観
が

「
清
国
に
対
す
る
二
重
の
脅
威｣

（
清
の
国
力
・
軍
事
力
に
対
す
る
脅
威
と
、
清
の
朝
鮮
の
宗
主
権
固
執
の
姿
勢
に
対
す
る
脅
威
）
と

「
そ
れ
に
基
づ
く
警
戒
心
」
を
機
軸
と
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
国
力
・
軍
事
力
の
脅
威
に
つ
い
て
は
一
八
八
三
年
末
以
来
の
清
国
の
優
柔

不
断
な
対
応
に
よ
っ
て
、
一
八
八
四
年
三
月
に
な
る
と
一
転
、
侮
蔑
感
へ
と
変
わ
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
の
曽
田
の
社
説

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
清
国
へ
の
侮
蔑
感
は
一
八
八
三
年
八
月
の
段
階
で
み
ら
れ
る
。
ま
た
侮
蔑
的
な
対
清
認
識
は
、
清
の
軍
事
力
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へ
の
脅
威
感
を
維
持
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
軍
事
力
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
國
辱
」
を
晴
ら
そ
う
と
し
な
い
清
の
姿
勢
に
対
し
て
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
。
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The Jiyu-shinbun and the Sino-French War

―‘national humiliation’ and the views of China (1)

Chiyo TAKASHIMA

The Jiyu-Shinbun is one of the official organ of the Liberal Party in 19th

century Japan.

And this paper is an attempt to read the foreign views of it, not only it’s

logic but as far as its way of representation. Without suffrage system, Lib-

eral Party in 1882�84 Japan, had small opportunity to realize its foreign pol-

icy, and remained as a movement party, with their own sense of value and

mentality. Here we find the reason why this study took the method above.

In this study, I’ve made clear that ‘national humiliation’ and the views for

China are the key words to understand the real meaning of the foreign views

of the Jiyu-Shinbun, at least on the Sino-French War.

The contents are the following.

1．Introduction

2．Discussions on the menace of China

a．The menace of China and reinforcement of the military forces

b．The change of China view and the menace of the European powers

c．Changes of the arguments

(To be continued)


